
１　地域レベルの実践的な取組への支援を強化する取組
⑴　地域自殺実態プロファイルの作成

地域によって自殺の原因や背景、自殺者の
特徴的な属性は異なることから、市町村単位
で効果的な自殺対策を推進していくため、平
成29年より毎年「地域自殺実態プロファイ
ル」を作成し、全ての都道府県・政令指定都
市、市区町村に提供している。「自殺対策の
総合的かつ効果的な実施に資するための調査
研究及びその成果の活用等の推進に関する法
律」（令和元年法律第32号）に基づき厚生労
働大臣が指定した指定調査研究等法人である
一般社団法人いのち支える自殺対策推進セン
ター（以下「自殺対策推進センター」とい
う。）では、令和４年11月に令和４年度版の
地域自殺実態プロファイルを全国の地方公共
団体に提供した。

⑵　地域自殺対策の政策パッケージの作成
「地域自殺対策政策パッケージ」は、地域

自殺対策計画の円滑な策定を支援するツール
として、都道府県及び市区町村における地域
自殺対策計画を策定する際に、盛り込むこと
が推奨される施策について、その具体的な取
組事例と合わせて提示している。「地域自殺
実態プロファイル」と組み合わせて活用する
ことによって、より地域の実情に合った地域
自殺対策計画を策定することが可能となって
いる。あわせて、自殺対策の先進的な取組事
例を検索できる「自殺対策先進事例データ
ベース」をWebサイトで公開している。

⑶　地域自殺対策計画の策定・見直し等
の支援
厚生労働省は、平成29年度において、地域

自殺対策計画の策定を支援するために、「地
域自殺対策計画策定の手引～誰も自殺に追い
込まれることのない社会の実現を目指して
～」（都道府県版、市町村版）を作成し、都
道府県及び政令指定都市（以下「指定都市」
という。）あてに通知するとともに、「事業の

棚卸し事例集」を取りまとめ、都道府県及び
指定都市あてに送付した。

自殺対策推進センターでは、令和２年５月
に「いのち支える自治体コンシェルジュ」を
開設し、全国の担当者に自殺対策計画の策定
支援等を行っている。具体的には、全国の地
方公共団体の自殺対策担当者向け相談・サ
ポート窓口の役割を果たし、全国を地域毎の
ブロックに分けて各担当のコンシェルジュを
おいて、自殺対策計画策定や見直しの支援等
を行っている。

自殺対策推進センターでは、令和４年度も
地域自殺対策計画策定の手引に基づいて、地
方公共団体における自殺対策計画策定の支援
を行うとともに、自殺対策計画の見直しや進
捗管理に関する支援を行った。

⑷　地域自殺対策計画策定ガイドライン
の策定
自殺対策推進センターでは、令和４年度も

地域自殺対策計画策定の手引に基づいて、地
方公共団体における自殺対策計画策定の支援
を行うとともに、同手引に基づいた計画の推
進及び進捗管理に関する支援を行った。

⑸　地域自殺対策推進センターへの支援
自殺対策推進センターは、地域自殺対策推

進センターへの直接的支援を行っており、具
体的には、都道府県及び指定都市の地域自殺
対策推進センター担当者を招集した地域自殺
対策推進センター連絡会議において、地域自
殺対策推進に関する国の政策動向を伝えて情
報共有を図るとともに、自殺総合対策に関す
る研修の実施、研修動画などの提供により地
域自殺対策推進センター職員の資質の向上を
図っている。令和４年度においては、令和４
年７月に都道府県及び指定都市の地域自殺対
策推進センターを対象に、また、令和５年３
月には厚生労働省の全国主管課長等会議と合
同で、それぞれオンラインで地域自殺対策推
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進センター連絡会議を開催した。

⑹　自殺対策の専任職員の配置・専任部
署の設置の促進
厚生労働省は、都道府県及び指定都市にお

いて、地域自殺対策推進センターの設置・運

営を支援するほか、地方公共団体において自
殺対策の専任職員が配置されるよう、働きか
けている。自殺対策推進センターでは、地域
自殺対策推進センター連絡会議などにおい
て、専任職員の配置の必要性を説明し、職員
の研修への参加などを促した。

２　国民一人ひとりの気付きと見守りを促す取組
⑴　自殺予防週間と自殺対策強化月間の

実施
毎年９月10日（世界自殺予防デー）から16

日までの一週間を「自殺予防週間」、３月を
「自殺対策強化月間」として定め、国、地方
公共団体、関係団体、民間団体等が連携し、
啓発活動等を推進することとしてきた。ま
た、啓発活動によって援助を求めるに至った
悩みを抱えた人が必要な支援が受けられるよ
う、支援策を重点的に実施している。

令和４年度「自殺予防週間」及び「自殺対
策強化月間」では、国、地方公共団体、関係
団体、民間団体等が集中的に啓発事業及び支
援策を実施した。

厚生労働省では、関係府省庁、地方公共団
体等に関連事業の実施を呼びかけるととも
に、支援情報検索サイトによる相談会等の情
報提供を行ったほか、都道府県及び指定都市
の協力を得て、「こころの健康相談統一ダイ
ヤル」の拡充を行った。また、ポスターやイ
ンターネット広告・SNS広告を活用して相談
窓口及びゲートキーパーの普及啓発を行うと
ともに、厚生労働大臣より悩みを抱える方に
対するメッセージを発信した。

自殺対策推進センターでは、地域自殺対策
推進センター等と連携して、SNS上で「#自
殺予防週間」「#自殺対策強化月間」等のハッ
シュタグを使った啓発キャンペーンを実施し
た。また、令和４年は中高年男性の自殺者数
が顕著に増加したことから、令和４年度の自
殺対策強化月間（令和５年３月）に合わせ中
高年男性の自殺対策のための啓発コンテンツ
を作成・公開した。

⑵　児童生徒の自殺対策に資する教育の
実施

ア　児童生徒が命の大切さを実感することが
できる教育の推進
文部科学省では、小学校５年生、中学校１

年生、高等学校１年生を対象とした児童生徒
の心と体を守る啓発教材を文部科学省Web
サイトに掲載し、その中でストレスへの対処
法について解説するなど、児童生徒の心の健
康教育の充実を図っている。

さらに、「児童生徒の自殺予防に関する調
査研究協力者会議」において、平成26年７
月、学校における自殺予防教育導入の手引で
ある「子供に伝えたい自殺予防」を作成し、
引き続き教育委員会等に周知を図っている。

各学校において自殺予防教育が適切に推進
されることが重要であるが、学校現場におい
て「死ぬこと」や「自殺」を明示的に取り上
げる自殺予防教育の取組が十分に行われてい
るとは言い難い状況である。このような状況
に鑑み、平成30年１月には、文部科学省・厚
生労働省の連名で通知を発出し、自殺総合対
策大綱（平成29年７月25日閣議決定）に定め
られた「SOSの出し方に関する教育」の推進
を求めたほか、同年８月には、「SOSの出し
方に関する教育」の推進に当たって参考とな
る教材例を周知した。

また、小学校、中学校、高等学校の道徳教
育においては、「親切、思いやり」、「友情、
信頼」など、心の危機に陥った友人への関わ
り方につながる内容の教育を行っている。こ
うした中、文部科学省では、道徳教育の抜本
的改善・充実に向けた取組として、効果的な
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授業動画や参考資料を掲載した「道徳教育
アーカイブ」の充実や、学校の特色ある道徳
教育の取組に対する支援等を実施している。

また、「いじめ対策・不登校支援等総合推
進事業」の一環として、スクールカウンセ
ラー等の配置の充実に努めており、学校現場
におけるスクールカウンセラー等の活用を含
めた自殺予防教育の取組を支援している。

加えて、児童生徒の豊かな人間性や社会性
を育むため、児童生徒の健全育成を目的とし
て行う小・中・高等学校等の宿泊体験活動の
取組を支援している。

イ　情報モラル教育の推進等
インターネットやスマートフォン、SNS等

の普及が急速に進み、児童生徒が、それらを
介したいじめ等によって自殺を引き起こすお
それなどがあることから、相手への影響を考
え、適切に情報を発信する態度を身に付ける
ことが重要となっている。このようなイン
ターネットやスマートフォン、SNS等の急速
な普及に伴う、情報化の影の側面への対応と
して、情報モラルに関する教育の推進に取り
組むことが必要である。

文部科学省では、小・中・高等学校の学習
指導要領において、各教科等の指導を通して
情報モラルを身に付けることとしている。特
に、小・中学校の「特別の教科　道徳」にお
いて情報モラルに関する指導を充実すること
や、高等学校の必履修教科である「情報」に
おいて情報モラルについて指導することを明
記している。また、教師が適切な指導を行う
ための児童生徒向けの動画教材（https://
www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/
detail/1416322.htm）を作成・周知するとと
も に、 情 報 モ ラ ル 学 習 サ イ ト（https://
www.mext.go.jp/moral/#/）において、学校
だけではなく家庭でも学習できる児童生徒向
けのe-learningコンテンツを公開するなど、
情報モラルに関する教育の充実を図ってい
る。さらに、最新の情報を含め、学校におけ
る情報モラル教育の充実を目指して、教職員

を対象とした情報モラル教育指導者セミナー
を実施した。

また、総務省では専門家からのヒアリング
を通じて、インターネットに係る実際に起き
た最新のトラブル事例を踏まえ、その予防法
等をまとめた「インターネットトラブル事例
集」を平成21年度より毎年更新・作成し公表
している（インターネットトラブル事例集ダ
ウンロードページ：https://www.soumu.go.jp/
main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/
jireishu.html）。令和５年３月には、SNS等で
の誹謗中傷に関する事例を含む「インター
ネットトラブル事例集（2023年版）」を作成
し公表した。

さらに、総務省では、文部科学省及び情報
通信分野の企業・団体等と協力しながら、こ
どもたちのインターネットの安全な利用に係
る普及啓発を目的とした出前講座である「e-
ネットキャラバン」を、児童・生徒、保護者・
教職員等を対象として全国で実施している。

なお、平成21年４月から施行された「青少
年が安全に安心してインターネットを利用で
きる環境の整備等に関する法律」（平成20年
法律第79号。以下「青少年インターネット環
境整備法」という。）において、学校教育、
社会教育及び家庭教育におけるインターネッ
トの適切な利用に関する教育の推進に必要な
施策を講ずるものとされていることから、引
き続き、情報モラルに関する教育の一層の推
進に取り組んでいく。

ウ　有害情報対策の推進
内閣府（令和５年４月よりこども家庭庁）

では、青少年インターネット環境整備法にお
いて青少年のインターネットの適切な利用に
関する事項について広報啓発活動を行うこと
と定められていることから、青少年のイン
ターネットの適切な利用に係る広報啓発資料
の作成・配布のほか、フォーラムの開催や
ホームページにおける広報啓発資料、調査研
究資料の公開等を通じ、地域・民間団体・事
業者等の自律的・継続的な啓発活動の支援を
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行っている（こども家庭庁　青少年の安全で
安心な社会環境の整備webサイト：https://
www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou/）。

また、「青少年が安全に安心してインター
ネットを利用できるようにするための施策に
関する基本的な計画（第５次）」（令和３年６
月７日子ども・若者育成支援推進本部決定）
は、「座間市における事件の再発防止策」を
反映した内容となっており、これに基づき、
関係省庁が連携してSNSの適正利用に関する
教育啓発、低年齢期からのインターネットリ
テラシーの向上等の施策を推進している。

文部科学省では、スマートフォン等を始め
とした様々なインターネット接続機器の普及
に伴い、インターネット上でのいじめや、違
法・有害情報サイトを通じた犯罪等に青少年
が巻き込まれている現状を踏まえ、青少年イ
ンターネット環境整備法等に基づき、フィル
タリングやインターネット利用のルールに関
する学習・参加型のシンポジウムや、普及啓
発資料の配布等を通して、地域・民間団体・
関係府省庁等と連携しつつ、保護者及び青少
年に対する啓発や教育活動を推進している。

⑶　自殺や自殺関連事象等に関する正し
い知識の普及
厚生労働省では、自殺対策に係る取組の普

及啓発を図るため、令和４年度の「自殺予防
週間」及び「自殺対策強化月間」において、
ポスターやインターネット広告等を活用し
て、相談窓口や「ゲートキーパー」の役割等
の周知を実施したほか、報道機関等に対して
世界保健機関（WHO）ガイドラインを踏ま
えた適正な報道を行うよう要請している。

また、24時間365日、全国からつながる電
話相談窓口を設置し、被災地を始めとして、
生きにくさ、暮らしにくさを抱える人々から
の相談を受け、具体的な解決につなげるため
の寄り添い支援を行う相談支援事業の中で、
性別や同性愛に関わる相談の専用回線を設置
し、様々な相談への対応を行っている。

さらに、自殺念慮の割合等が高いことが指

摘されている性的マイノリティについて、無
理解や偏見等がその背景にある社会的要因の
一つであると捉え、精神医療従事者に対する
研修の中で、性同一性障害に関する講習を
行っている。さらに、障害保健福祉担当者の
全国会議において、地方公共団体に対して性
同一性障害の相談窓口の設置や普及啓発の更
なる推進について依頼をしている。

法務省の人権擁護機関では、性的マイノリ
ティに関する偏見や差別の解消を人権啓発活
動の強調事項の一つとして掲げ、性的マイノ
リティ等をテーマとした人権啓発動画を
YouTube法務省チャンネルで配信するほか、
性的マイノリティに関する企業等の取組事例
を紹介する特設サイトを開設するなどの各種
人権啓発活動を実施した。

文部科学省では、学校において、性同一性
障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒の
心情に十分配慮した適切な対応がとられるよ
う、通知や教職員向け資料を作成・公表し、
全国の教育委員会等に周知して、その趣旨や
内容の徹底を図っている。

⑷　うつ病等についての普及啓発の推進
厚生労働省では、精神保健福祉普及運動と

して、毎年、「精神保健福祉全国大会」を開
催し、全国の精神保健福祉関係者や一般の
方々を対象として、精神保健福祉に関する正
しい知識の普及を行うとともに、各都道府県
等においても、大会や講演会の実施等、地域
住民に対する知識の普及、理解の促進を図っ
ている。

また、心の不調・病気に関する説明や、各
種支援サービス、相談窓口の紹介など、治療
や生活に役立つ情報をエビデンスに基づいて
分かりやすくまとめた「みんなのメンタルヘ
ルス総合サイト」（https://kokoro.ncnp.go.
jp/）、若者とそれを取り巻く人々（家族・教
育職）を対象に、本人や周囲が心の不調に気
づいたときにどうするのかなどを分かりやす
く紹介する「こころもメンテしよう～若者を
支えるメンタルヘルスサイト～」（https://
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www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/）の２つの
Webサイトを設置し、戦略的な普及啓発に

取り組んでいる。
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COLUMN 2
学校現場における自殺対策

「WEB上での子どものストレスチェック」の取組について
【WEBストレスチェック】

残念ながら、コロナ禍の令和２年度以降、小中高生の自殺者数が増加しています。千葉県教育委
員会と千葉大学は連携し、学校保健安全法の健康相談、保健指導の考えのもとに、子どもの自殺対
策として、１人１台端末を活用したWEBストレスチェックを通じて、危機的状況に陥っている児童
生徒を自殺リスクが高まる前に支援に繋ぐ仕組みを構築する取り組みを行っています。児童生徒は、
自分の端末を使って学校ごとに配付されたURL（QRコード）からID、パスワードでログインし、
WEB上でのストレスチェックの質問項目に回答します。高校生の場合、ストレス反応（心身の不
調：抑うつ、不安、怒り、無力感など）の15問、ストレッサー（ストレスの原因：教師との関係、
友人関係、学業、進路など）の16問、ソーシャルサポート（周りからの援助：おうちの人、担任、
友人）の12問です。大人の自殺対策として推進されている労働安全衛生法に基づく職場のストレス
チェックを参考に、ストレス反応が45点満点中30点以上を高ストレスとして判定し、すぐにWEB
上で児童生徒に高ストレスかどうかの結果がフィードバックされます。また、児童生徒は教員との
相談希望の有無についても回答できます。初回は、17,054人の高校生が回答し、12.9％が高スト
レスと判定され、その後も学期ごとに実施し、高ストレスは同程度の割合です。

【児童生徒の認知行動療法の活用】
専用WEBサイト（https://www.m.chiba-u.ac.jp/class/rccmd/StressCheck/）で、児童生

徒が保健体育の授業でも扱われている「ストレス対処」に取り組めるように、５分間認知行動療法
（「ぽじれん」、「ここれん」）でのこころの健康づくりを紹介しています。１日にあった小さな良いこ
とを３つ書いてもらう「ぽじれん」、ストレスや悩みの考えを反対の考えにしてみる「ここれん」
で、ネガティブとポジティブの考え方のバランスをとる習慣づくりに有効と考えています。

【教員の認知行動療法の活用】
同じWEBサイトで、教員に対して、高ストレス児童生徒との面談で、政府が自殺対策のゲート

キーパーで推奨しているメンタルヘルス・ファーストエイド「りはあさる」の活用を提案していま
す。これは、「り」リスク評価、「は」はんだん・批評せずに聴く、「あ」あんしん・情報を与える、

「さ」サポートを得るように勧める、「る」セルフヘルプという語呂合わせでの５つのステップで対
応してもらうものです。さらに、セルフヘルプの認知行動療法として、自殺念慮への有効性が知ら
れている「問題解決法RIBEYE」の活用もお願いしています。RIBEYEは、「1. Relax　リラックス
して、2. Identify　問題を同定して、3. Brainstorm  解決案をブレインストーム（何でもリスト
アップ）して、4. Evaluate　点数評価して、5. Yes to one　一つ選んで、6. Encourage　実行
するのみ」の６つのステップで児童生徒本人が自分の問題の解決案を自分で一つ選択して決めて、
ぐるぐると悩まずに、勇気をもって実行するという方法です。

【今後の発展】
WEBアンケートの強みとして、従来の紙アンケートに比べ、集計が簡単でデータ蓄積が可能なこ

とがあげられます。また、令和３年度から開始し、年度ごとに改良を加え、令和４年度には、アン
ケートの内容に、ヤングケアラー、貧困などの家庭環境の悩み事の質問を加えたり、令和５年度に
は、ネット依存傾向の質問を加えたり、令和６年度以降には、いじめアンケートとの連携を検討す
るなどし、さらなる発展を期待しています。
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WEB上の子どものストレスチェックと教育相談・保健指導の連動

WEB上でストレス
チェックを実施

ストレス反応（心身の不調）
0「全然あてはまらない」
1「あまりあてはまらない」
2「少しあてはまる」
3「よくあてはまる」）

質問1、悲しい気分だ
質問2、怒りっぽくなる
質問3、・・・自信がない
質問4、何となく心配だ
・・・・・・・・・・・・・・・・
全15問
45点満点中、30点以上を
高ストレスと判定

（実施者）
教育相談コーディネーター
（教育相談担当教諭）
養護教諭（あるいは学校医）

保護者

学校保健安全法（健康相談・保健指導・地域の医療機関等との連携）の趣旨に基づいて実施
情報セキュリティを確保した国内のクラウドデータベースをガイドラインに基づいて適切に運用

児童生徒
スクールカウン
セラー

校長
教頭・副校長
学年主任
担任教諭
養護教諭

スクールソー
シャルワーカー高ストレスの結果

がすぐにフィード
バック

生徒指導部会高ストレスの結果
を学校側が把握

教育相談部会

スクール弁護士

外部の相談機関 外部の医療機関
（かかりつけ医師）

児童生徒からの
相談の申し出

児童相談所
福祉行政 地域資源

・子ども食堂
・居場所・学習支援

児童生徒は、WEB上の資料で、
保健体育の授業でも学ぶ
「ストレス対処法」を活用
①自分のストレスに気づこう
②原因への対処
③とらえ方を変えよう
（5分間認知行動療法
「ぽじれん」「ここれん」を提案）
④気分転換・リラクゼーション
⑤相談する

教員は、WEB上の資料で、

高ストレス児童生徒に対し、
①メンタルヘルスファーストエイド
「りはあさる」で面談対応

②問題解決法
「RIBEYE」で寄り添う

千葉大学子どものこころの発達教育研究センター　 
清水栄司
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３　自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する取組
⑴　自殺の実態や自殺対策の実施状況等

に関する調査研究及び検証
自殺対策推進センターでは、実践的な自殺

対策につながる研究を促進するために、革新
的自殺研究推進プログラムの公募を行ってお
り、令和４年度においては「領域１：子ど
も・若者に対する自殺対策」（オンライン不
登校支援事業が子どもの学校復帰に及ぼす効
果に関する研究、SOSの出し方教育における
地域連携モデルの開発、児童生徒の自殺リス
ク予測アルゴリズムの解明：自殺リスク評価
ツール（RAMPS）を活用した全国小中高等
学校での大規模実証研究によって、全小児科
医を対象とした大規模調査：「小児科による
自殺防止セーフティネット」構築へ向けた課
題整理と政策提言に関する研究、子どもの抑
うつに対する遠隔メンタルヘルスケアの社会
実装と早期受療システム整備－KOKOROBO
と子どもの精神疾患レジストリ連携－、大学
生および妊産婦の社会的孤立・孤独に注目し
たAYA世代の自殺対策プログラムの開発、
学校において教職員がゲートキーパーとして
機能するためには何が必要か？－チーム学校
によるマルチレベルな自殺予防体制の支援・
組織モデルの構築－）「領域２：自殺ハイリ
スク群の実態分析とアプローチ」（トラウマ
を有する者における自殺行動の予測と予防に
向けた認知機能・認知バイアスの検討、非行
を有するハイリスクな青少年の自殺・自傷行
為の理解・予防・対応策に関する包括的な検
討、がん患者の自殺に関する全国実態分析と
がん診療病院自殺対策プログラムの検討、
DPCおよびレセプトデータを用いた自殺企
図者の医療機関受診状況の分析）「領域３：
ビッグデータ・AI等を活用した自殺対策」

（視覚情報のAI分析を活用したメンタルヘル
スDXプロジェクト、IoT活用による子どもの
援助希求行動の促進に関する研究、ポストコ
ロナの自殺対策に資する統計等のミクロデー
タ利活用推進に関する研究、過量服薬のゲー

トキーパーの養成を目指したビッグデータ解
析と新規養成システムの構築：地域の薬局を

「気付き」と「傾聴」の拠点とした過量服薬
の防止、兵庫県における医療ビッグデータと
法医学データを組み合わせたコホートデータ
ベースを用いたリアルワールドデータによる
自殺リスクの検討）の３領域16研究課題を採
択し、採択された機関で研究が行われた。

⑵　調査研究及び検証による成果の活用
自殺対策推進センターは、自殺総合対策に

関する情報の収集及び発信に関して、Web
サイト（https://jscp.or.jp）を開設し、この
中で、学際的な観点から関係者が連携して自
殺対策のPDCAサイクルに取り組むための情
報発信を実施している。

自殺対策推進センターは、研究成果の紹介
とその社会的還元について関係者を交えて意
見交換を行う「自殺対策推進レアール」を開
催している。

自殺対策推進センターは、世界保健機関
（WHO）本部より世界保健機関協力センター
（WHOCC）に指定されており、グローバル
な 自 殺 対 策 の 人 材 育 成 や 世 界 保 健 機 関

（WHO）の公文書の翻訳などを行い、国際的
な自殺対策の推進に貢献している。

自殺対策推進センターは、世界保健機関
（WHO）の文書「自殺対策を推進するために
メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識　
2017年 最 新 版（Preventing suicide：A 
resource for media professionals, update 
2017）」及び「自殺対策を推進するために映
画制作者と舞台・映像関係者に知ってもらい
た い 基 礎 知 識（Preventing suicide：A 
resource for filmmakers and others working 
on stage and screen）」などの翻訳版を、
Webサイトで公表している。また、アメリ
カ の 自 殺 対 策 の 非 営 利 組 織「Suicide 
Awareness Voices of Education（SAVE）」
が作成した自殺報道ガイドライン「自殺報道
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に関する優良事例と勧告（Recommendations 
for Reporting on Suicide, update 2020）」を
翻訳し、Webサイトで公表している。

⑶　先進的な取組に関する情報の収集、
整理及び提供
自殺対策推進センターは、地域自殺対策政

策パッケージにおいて、具体的な先進事例を
紹介し、先進的な取組の活用方法を示した。
また、地方公共団体の自殺対策計画策定関係
者などが、関係機関等の連携を効果的に行っ
ている事例を含めた自殺対策の先進的な取組
事例を検索できる「自殺対策先進事例データ
ベース」をWebサイトで公開している。利
用者は、キーワード検索の他に、政策パッ
ケージ分類等により、事例を検索することが
可能である。令和４年度においては、88事例
を新たに収載した。

⑷　子ども・若者及び女性等の自殺等に
ついての調査

ア　児童生徒の自殺の実態把握に向けて
児童生徒の自殺問題については、児童生徒

の自殺者数が全体に占める割合は大きくない
ものの、亡くなった児童生徒が置かれていた
状況についていじめや教職員との関係での悩
みがあったなどの問題があることは、教育上
重要な課題である。また、効果的な自殺予防
を実施するためには、残された人々のケアを
実施することを最優先課題としながら、自殺
の正確な実態を把握することが不可欠である
と考えられる。

児童生徒の自殺について実態把握を行うた
め、文部科学省では、毎年「児童生徒の問題
行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する
調査」を実施し、児童生徒の自殺者数、自殺
した児童生徒が置かれていた状況について学
校・教育委員会から報告を受け、取りまとめ
ている。

また、心理の専門家など外部の専門家を加
えた組織による調査等の事後対応の在り方に
ついて、「子供の自殺が起きたときの背景調

査の指針」策定（平成23年）後の各地方公共
団体における運用状況や、いじめ防止対策推
進法（平成25年法律第71号）における重大事
態への対処の規定等を踏まえ、平成26年７月
に同指針を改訂し、公表した。

さらに、同指針の改訂を踏まえ、各教育委
員会等及び学校に対し、児童生徒の自殺が起
きたときの背景調査を行う際の基本的な考え
方や留意事項を示すとともに、自殺の背景と
なった事実関係に関する一定事項の報告を要
請している。

自殺対策推進センターでは、令和４年の
「児童生徒の自殺」について分析を行い、令
和５年３月に自殺総合対策の推進に関する有
識者会議でその報告を行った。

イ　児童生徒の自殺予防に向けた調査研究の
推進
文部科学省では、平成20年度から「児童生

徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」
を開催し、児童生徒を直接対象とした自殺予
防教育の在り方や、児童生徒の自殺が起きた
時の背景調査の在り方について調査研究を
行っており、平成26年７月には、これらの検
討の成果として、学校における自殺予防教育
導入の手引である「子供に伝えたい自殺予
防」、「子供の自殺が起きたときの背景調査の
指針（改訂版）」及び「子供の自殺等の実態
分析」を作成、公表した。また、令和３年度
においては、同協力者会議において、コロナ
禍における児童生徒の自殺の現状として、家
庭環境の不和や学校環境の変化などが想定さ
れる自殺増加の原因として整理され、今後の
必要な施策として、心の健康の保持に必要な
マンパワーの確保や様々な悩みや不安を抱え
る児童生徒の早期発見・早期対応に資する
ICTの活用などが示された。本審議のまとめ
を踏まえ、文部科学省では、スクールカウン
セラーやスクールソーシャルワーカーの拡充
等による教育相談体制の整備や１人１台端末
を効果的に活用したSOSの発信や心身の状況
把握に関する調査研究や取組事例の普及に取
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り組んでいる。

⑸　コロナ禍における自殺等についての
調査
自殺対策推進センターでは、令和４年の

「児童生徒の自殺」について分析を行い、令
和５年３月に自殺総合対策の推進に関する有
識者会議でその報告を行った。

文部科学省では、「児童生徒の問題行動・
不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」
において、国公私立小・中・高等学校におけ
る自殺した児童生徒数及び自殺した児童生徒
が置かれていた状況について、学校が把握し
たものを調査している。

⑹　死因究明制度との連動における自殺
の実態解明
政府において、地方公共団体に対し、地方

の状況に応じた死因究明・身元確認に関する
施策の検討等を目的とした、関係機関・団体
等（知事部局、都道府県警察、都道府県医師
会、都道府県歯科医師会、大学等）が協議す
る場として死因究明等推進地方協議会の設
置・活用を求めており、令和５年３月末現
在、全ての都道府県において、死因究明等推
進地方協議会が設置され、関係者の情報共
有・連携の場が整備されている。

厚生労働省において、検案する医師の技術
向上を図るため、医師を対象に専門的な死体
検案研修を実施している。

予防のためのこどもの死亡検証（Child 
Death Review（CDR））について、令和２年
度より、一部の都道府県において、予防のた
めのこどもの死亡検証体制整備モデル事業を
実施している。

⑺　うつ病等の精神疾患の病態解明、治
療法の開発及び地域の継続的ケアシス
テムの開発につながる学際的研究
厚生労働省では、厚生労働科学研究におい

て、障害者政策総合研究事業として、精神障
害にも対応した地域包括ケアシステム構築に

おける重層的な連携による支援体制の構築を
推進するための研究や、うつ病等の多様な精
神疾患等に対応できる医療連携体制の構築を
推進するための研究を行っている。また、
AMED（日本医療研究開発機構）において、
障害者対策総合研究開発事業として、うつ病
等の精神疾患における疾患異種性の克服、発
症メカニズム解明、客観的診断法、適切な治
療法の確立、発症予防や重症化軽減の促進に
取り組んでいる。令和４年度には、「医療情
報を統合したうつ病の治療最適化に資するシ
ステムの開発」、「治療抵抗性うつ病に対する
シロシビン療法の研究プロトコル開発」、「治
療 抵 抗 性 う つ 病 に 対 す るquadripulse 
transcranial magnetic stimulationによる次世
代ニューロモデュレーション治療法の開発と
その治療メカニズムの解明」、「自殺ポリジェ
ニックスコアを用いた精神疾患患者の自殺リ
スク予測に関する研究開発」等を行った。

⑻　既存資料の利活用の促進
警察庁では、自殺統計原票を集約し、厚生

労働省に提供するとともに、月別の自殺者数
（総数、男女別及び都道府県別）を翌月中旬
に暫定値として警察庁Webサイトに公表し
ている。また、自殺の動向をより的確に把握
できるよう、厚生労働省等と連携を図りなが
ら、自殺統計原票の改正を行い、令和４年１
月から運用を開始した。

厚生労働省では、毎月、都道府県別及び市
区町村別（自殺者の生前の住居地及び発見
地）等の自殺統計データについて警察庁から
提供を受け、「地域における自殺の基礎資料」
の作成・公表を行っている。

厚生労働省と警察庁は共同して、「自殺の
概要資料」（年間の確定値データ）を公表し
ており、令和４年確定値データについては、

「令和４年中における自殺の状況」として令
和５年３月に公表した。

自殺対策推進センターでは、公表されてい
る各種の統計資料などを地方公共団体ごとに
整理し地域自殺実態プロファイルとして提供
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している。さらに、総合的な自殺対策に資す
るための既存統計資料の利活用のモデル開発
に取り組んでいる。

また、自殺統計データ等を使って令和４年
の「児童生徒の自殺」について分析を行い、
令和５年３月に自殺総合対策の推進に関する
有識者会議でその報告を行った。

文部科学省では、小・中・高等学校及び都
道府県別の自殺統計データについて提供を受
け、「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指
導上の諸課題に関する調査」の結果概要にお
いて、当該調査で学校が回答した自殺者数
と、警察庁の統計数値との比較を行ってい
る。さらに、学校において、自殺の背景に学
校生活に関係する要素があると考えられる場
合や、遺族の要望がある場合等には、学校又
は学校の設置者が再発防止を検討するための
第三者を主体とした詳細調査を行っており、
文部科学省においては、詳細調査の結果を収
集し、児童生徒等の自殺の特徴や傾向、背景

や経緯等を分析しながら、児童生徒等の自殺
を防ぐ方策の検討を行っている。

⑼　海外への情報発信の強化を通じた国
際協力の推進
自殺対策推進センターは、海外で開催され

た自殺対策の国際学会（IASP、ESSSB）に
参加し、新型コロナウイルス感染症の拡大下
における日本の自殺の状況を踏まえて、自殺
報道による自殺者数への影響や自殺統計を活
用した自殺実態分析の現状等について発表を
行った。

また、自殺対策推進センターは、世界保健
機関協力センター（WHOCC）の専門家会議
では、学校における自殺対策教育、自傷・自
殺未遂レジストリ、自死遺族への支援の強
化、さらなる研究の必要性など、総合的な観
点から説明を行い、日本の自殺対策のエビデ
ンスや課題を海外の自殺対策関係者と共有し
た。

４　自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図る取組
⑴　大学や専修学校等と連携した自殺対

策教育の推進
自殺対策や自殺のリスク要因に対応できる

人材の育成として、保健師、看護師の国家試
験出題基準に「自殺対策」の項目を盛り込ん
でいる。

精神保健福祉士国家試験出題基準では、精
神保健に関する対策と精神保健福祉士の役割
として自殺防止対策に関する項目を定めてお
り、自殺等の地域における精神保健や精神障
害者福祉の課題解決に向けた援助に必要な知
識と技術を習得することを求めている。

公認心理師試験出題基準では、保健活動に
おける心理的支援等として自殺対策に関する
項目を盛り込んでおり、自殺を含め当事者が
抱える課題に対して心理的な側面からのアプ
ローチを行う専門職として、必要な知識と技
能を習得することを求めている。また、公認
心理師となるために必要な科目において、心

の健康教育について学ぶこととしている。

⑵　自殺対策の連携調整を担う人材の養成
自殺対策推進センターでは、自殺対策を企

画立案する地方公共団体の担当者がその企画
立案能力を修得することを目的とした会議・
研修等として、地域自殺対策推進センター連
絡会議及びブロック会議、生きることの包括
的支援のための基礎研修、自殺対策担当中・
上級者研修、地域における自殺未遂者支援事
業研修をオンラインで行った。

⑶　かかりつけの医師等の自殺リスク評
価及び対応技術等に関する資質の向上
うつ病の患者の多くが、内科等の精神科以

外の医療機関にかかっているという報告もあ
り、厚生労働省では、生涯教育等の機会を通
じ、精神科以外の診療科の医師に対して、う
つ病等の精神疾患について診断・治療技術の
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向上を図ることとしており、平成20年度から
かかりつけ医等が適切にうつ病を判断し、速
やかに専門医療につなげられるように、精神
科を専門としない医師を対象とした「かかり
つけ医等心の健康対応力向上研修事業」を実
施している。平成23年度からは、医師以外の
保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等
も対象に加え、うつ病の早期発見、早期治療
の推進を図っている。また、うつ病の改善に
効果の高い認知行動療法の普及を図るため、
平成23年度から、精神科医療機関等に従事し
ている者を対象とした「認知行動療法研修事
業」を実施している。

さらに、一般かかりつけ医と精神科医の連
携強化及び精神医療の質の向上を図るため、
一般かかりつけ医から精神科医の紹介体制の
構築や、両者の連携のための会議の開催等を
各都道府県で実施している。

⑷　教職員に対する普及啓発等
文部科学省では、平成22年度から、各教育

委員会等の生徒指導担当者や、校長・教頭な
どの管理職を対象に、児童生徒の自殺予防へ
の関心を高めるとともに、自殺予防に必要な
基礎的知識の習得と理解を図ることを目的と
して全国10ブロックで「児童生徒の自殺予防
に関する普及啓発協議会」を開催している。

高等教育段階については、関係団体と協力
して実施している、大学における死亡学生実
態調査の結果等を大学等へ周知するととも
に、大学等の学生支援担当の教職員を対象と
した会議等の様々な機会を通じて、学生の自
殺防止に対する指導の充実についての理解啓
発を図っている。加えて、独立行政法人日本
学生支援機構においては、大学等の教職員に
対し、自殺を含む学生の心の問題や成長支援
に関する理解を促進するため、「心の問題と
成長支援ワークショップ」を実施するなど各
大学等における学生支援の充実に努めてい
る。

専修学校については、平成28年度以降「自
殺予防週間」の実施や自殺対策基本法の趣旨

等について周知を行い、専修学校における自
殺対策教育の推進を図ってきた。

自殺対策推進センターでは、大学の教職員
等を主な対象とした自殺対策オンライン研修
を実施した。

⑸　地域保健スタッフや産業保健スタッ
フの資質の向上
地域保健行政を行う都道府県・市区町村の

保健所又は保健センター等では、心の健康等
に関する相談を行っているが、地域保健・健
康増進事業報告によると、全国の保健所及び
市区町村における心の健康づくりに関する相
談件数は、平成17年度の61,329件から、令和
３年度には151,870件と、17年間で約2.5倍に
増加しており、保健所等における相談窓口の
機能はますます重要となっている。

自殺対策推進センターでは、全国の地域自
殺対策推進センター及び市町村の自殺対策の
企画立案担当者を主な対象として開催した

「生きることの包括的支援のための基礎研修」
において地域保健福祉に関する研修を、また

「地域における自殺未遂者支援事業研修」を
行い、その内容を地方公共団体の担当者を対
象としたオンデマンド配信で提供している。

また、職場でのメンタルヘルス対策を含む
産業保健活動を推進するため、全国の産業保
健総合支援センター等において、産業医、保
健師等を始めとする産業保健スタッフ等に対
しメンタルヘルス対策等の研修を実施してい
る。

さらに、厚生労働科学研究において、平成
25年度からは「うつ病の妊産褥婦に対する医
療・保健・福祉の連携・協働による支援体制

（周産期G-Pネット）構築の推進に関する研
究」を実施し、メンタルヘルス不調の母親を
産科医・助産師・小児科医等の母子保健関係
者が発見し、保健師や精神科医療機関につな
ぐための多機関連携モデルの構築に取り組
み、研修会の開催や対応マニュアルの作成等
を行っている。
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⑹　介護支援専門員等に対する研修
介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士

は、支援を必要とする者の心身の状況に応じ
た相談支援、関係者との連絡調整又は介護等
を行う役割を担っている。厚生労働省では、
これらの介護事業従事者の研修等の機会を通
じ、心の健康づくりや自殺対策に資する知識
の普及を図っている。

⑺　民生委員・児童委員等への研修
民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神を

もって、常に住民の立場に立った相談・援助
等を行う地域福祉推進の中心的担い手であ
る。民生委員・児童委員が、様々な理由によ
り生活上の困難を抱える地域住民に対して支
援を実践していく中で、地域における心の健
康づくりや自殺予防につながることが期待さ
れる。

厚生労働省では、このような民生委員・児
童委員の資質向上を図るため、都道府県等に
対し、相談援助活動を行う上で必要不可欠な
知識及び技術を修得させる研修事業へ補助を
実施している。

⑻　社会的要因に関連する相談員の資質
の向上
自殺統計によると、令和３年の自殺の原

因・動機の第２位は「経済・生活問題」であ
り、このうち多重債務を原因として645人が
自殺している。このような状況を改善するた
め、社会全体で多重債務問題の解決に向けた
取組を進めていくことが求められている。

政府としては、平成19年４月に、多重債務
問題の解決に向けて関係省庁及び関係機関が
取り組むべき施策をまとめた「多重債務問題
改善プログラム」を策定しており、同プログ
ラムに基づき、取組が進められている。

特に多重債務者に対する相談窓口について
は、都道府県、市区町村、財務局等で多重債
務相談を行う職員及び相談員の資質の向上の
ために、平成19年に多重債務者相談に当たる
職員及び相談員を対象とした「多重債務者相

談マニュアル」（冊子及びDVD）を作成し、
全国の自治体等に配布した。平成23年８月に
は、同マニュアルを大幅に改訂した「多重債
務者相談の手引き」を金融庁・消費者庁にお
いて作成・公表し、全国の自治体等に配布す
るとともに、同年12月より、財務局等におい
て実施している自治体の人材育成の支援のた
めの研修に際して、同手引きの内容の普及を
図っている。同手引きにおいては、心の問
題・心のケアへの対応についての項目が新た
に追加され、適切な相談対応の方法や、相談
者を専門家につなぐ際の留意事項等について
記載されている。令和５年３月に、金融サー
ビス利用者相談室の相談員に対して、映像

（内閣府作成（「こころのサインに気づいた
ら」）ゲートキーパー養成研修用DVD）を利
用した研修を行った。さらに、金融庁及び消
費者庁では、多重債務相談窓口等と精神保健
福祉センター等との連携や、相談員のギャン
ブル等依存症に係る知識の向上のため、平成
30年３月、対応用マニュアルを作成し、平成
31年３月及び令和２年３月、ギャンブル等依
存症対策基本法の施行を踏まえた内容の更新
等を行った。また、平成30年度以降、独立行
政法人国民生活センターにおいて開催される
研修等を通じ、マニュアルの普及を図ってい
る。

また、消費者庁では、地方消費者行政強化
交付金等により、例えばギャンブル等依存症
問題に関する知識の普及など地方公共団体が
実施する取組に対する支援を行っているほ
か、独立行政法人国民生活センターにおいて
も、地方公共団体の消費生活相談員等に対
し、多重債務問題に関する研修を実施するな
どの支援を行っている。

さらに、厚生労働省では、生活保護・生活
困窮者自立支援の分野で、自殺の背景ともな
る生活困窮に対し支援者がしっかり対応でき
るよう、支援者向けの研修の中でメンタルヘ
ルスに関する研修を行うなど、支援員の専門
性の向上に取り組んでいる。また、ハロー
ワークにおいて、失業や、職場での人間関
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係・仕事疲れ等により高いストレス状態に
なっている求職者にも対応できるよう、職業
相談技法の修得のための職員研修の中でメン
タルヘルスについての正しい知識を修得でき
るようにしている。

⑼　遺族等に対応する公的機関の職員の
資質の向上
公的機関の職員が業務として自殺者の遺族

等に対応する場合には、名誉及び生活の平穏
を不当に侵害することのないように十分配慮
しなければならない。このため、警察では、
警察職員が自殺者、自殺者の遺族、自殺未遂
者等に関係する業務に従事する場合には、自
殺者の名誉や自殺者の遺族、自殺未遂者等の
心情等を不当に傷つけることのないよう、適
切な遺族対応等に取り組んでいる。

また、消防では、消防職員が遺族等に対し
て適切な対応を図れるよう、各消防本部や各
消防学校での教養訓練を通じて、消防職員の
資質の向上に取り組んでいる。

⑽　様々な分野でのゲートキーパーの養成
平成22年９月に厚生労働省自殺・うつ病対

策プロジェクトチームが取りまとめた「過量
服薬への取組」において、薬剤師には、向精
神薬乱用が疑われる患者への声かけや必要に
応じた処方医への疑義照会等により、過量服
薬のリスクの高い患者の早期発見、適切な受
診勧奨等の役割が期待されている。これを受
けて公益社団法人日本薬剤師会では、服薬情
報を一元的・継続的に把握し、重複投薬の防
止などの薬学的管理・指導を実施するかかり
つけ薬剤師・薬局の推進のほか、都道府県薬
剤師会に対して薬剤師を対象とした研修会の
開催を呼びかけ、過量服薬防止や自殺予防を
念頭に置き、きめ細やかな服薬指導や服薬状
況の確認、適正な服薬に関する支援等、患者
と薬の関係をより丁寧に支援することを始
め、処方医や専門機関との連携等を促進する
などの取組を実施している。

また、理容師については平成24年度から全

国理容生活衛生同業組合連合会において組合
又は支部ごとにゲートキーパー講習を開催
し、ゲートキーパーの養成に努めている。

厚生労働省では、令和４年９月、ゲート
キーパーの更なる普及に向けて、厚生労働省
Webサイトのゲートキーパーのページを分
かりやすく見直した。

⑾　自殺対策従事者への心のケアの推進
保健所の保健師や民間の電話相談の相談員

等自殺予防や遺族支援に従事する者は、時に
は相談者を助けることができないこともある
など強いストレスにさらされることも多く、
いわゆる“燃え尽き症候群”等で自らの心の
健康を損なうおそれもある。

このため、自殺対策推進センターにおいて
実施している相談支援に関する研修カリキュ
ラムの中に、相談員自らの心の健康を維持す
るための対応方法についての内容を盛り込ん
でいる。自殺対策従事者への心のケア推進に
ついての内容を「自殺未遂者ケア研修」の中
に盛り込んだ。

また、いのち支える自治体コンシェルジュ
を通じて、自治体における支援者支援のため
の手法等について助言を行っている。

⑿　家族や知人、ゲートキーパー等を含
めた支援者への支援
厚生労働省では、自殺等の悩みを抱える者

だけでなく、悩みを抱える者を支援する家族
や知人、ゲートキーパー等を含めた支援者が
社会的に孤立せずに済むよう、地方公共団体
に対し、地域自殺対策強化交付金の活用を通
じて、支援者への支援に取り組むよう、促し
ている。

⒀　研修資材の開発等
自殺対策推進センターでは、地方公共団体

及び民間団体で相談に従事する者に対する研
修の企画実施に協力している。地方公共団体
職員等を対象とした「生きることの包括的支
援のための基礎研修」や「地域における自殺
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未遂者支援事業研修」などを実施、配信する
とともに、当日参加できなかった担当者に対

して資料提供を行った。

５　心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する取組
⑴　職場におけるメンタルヘルス対策の

推進
「労働安全衛生調査（実態調査）」（令和３

年）（厚生労働省）によると、仕事や職業生
活に関して強いストレスを感じている労働者
は５割を超えている。また、「過労死等の労
災補償状況」（令和３年度）（厚生労働省）を
みると、精神障害に係る労災請求件数は増加
傾向にあり、労働安全衛生法において、スト
レスチェック（心理的な負担の程度を把握す
るための検査）の実施が事業者に義務付けら
れており（ただし、労働者数50人未満の事業
場については、当分の間努力義務）、厚生労
働省では、労働者自身のストレスへの気づき
を促すよう、また、高ストレス者に対する医
師の面接指導及び事後措置、ストレスチェッ
ク結果の集団ごとの分析とその結果を踏まえ
た職場環境の改善が適切に行われるよう、制
度の周知・指導、支援等を進めている。

事業場のメンタルヘルス対策の取組に対す
る支援については、全国の産業保健総合支援
センターにおいて、事業者、産業保健スタッ
フ等に対するセミナー・研修の開催や、事業
場への個別訪問により、メンタルヘルス対策
の計画の作成支援、若手労働者・管理監督者
への教育研修、職場復帰支援プログラムの作
成支援など、職場のメンタルヘルス不調の未
然防止から職場復帰支援に至るまで、総合的
な支援を実施している。さらに、メンタルヘ
ルス対策に対する取組が進んでいない50人未
満の労働者を使用する小規模事業場に対して
も、メンタルヘルス対策の取組が促進される
よう、産業保健総合支援センターの地域窓口
において、高ストレス者や長時間労働者に対
する医師の面接指導等を実施している。

これらの取組に加えて、働く人のメンタル
ヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

（https://kokoro.mhlw.go.jp/）において、事
業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族
等に対して、メンタルヘルスに関する基礎知
識、事業場の取組事例等の情報提供を行って
いるほか、メンタルヘルス不調や過重労働に
よる健康障害等に関する電話相談窓口「ここ
ろの耳電話相談」、メール相談窓口「こころ
の耳メール相談」、SNS相談窓口「こころの
耳SNS相談」を設け、職場のメンタルヘルス
に関する様々な取組を展開しているところで
ある。

また、過重労働による健康障害の防止につ
いては、長時間労働が行われているおそれが
ある事業場に対して重点的に監督指導を実施
し、健康診断、医師による面接指導等の実施
状況について確認するとともに、必要な指導
を行い、事業場における長時間労働の抑制や
過重労働による健康障害の防止措置の徹底を
図っている。さらに、平成28年12月の厚生労
働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進
本部」において決定された『「過労死等ゼロ」
緊急対策』を踏まえ、違法な長時間労働を許
さない取組やメンタルヘルス対策・パワーハ
ラスメント防止対策の取組等の対策を強化し
ているほか、長時間労働の是正等を目的とし
た「働き方改革を推進するための関係法律の
整備に関する法律」（平成30年法律第71号）
により、労働基準法及び労働安全衛生法等を
改正し、罰則付きの時間外労働の上限規制の
導入や長時間労働者への医師による面接指導
の強化などを行った（平成31年４月１日施
行）。

加えて、過労死等の防止のための対策につ
いては、「過労死等防止対策推進法」（平成26
年法律第100号）及び「過労死等の防止のた
めの対策に関する大綱」（平成27年７月策定、
令和３年７月最終変更）に基づき、労働行政
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機関等における対策、調査研究等、啓発、相
談体制の整備等、民間団体の活動に対する支
援等の対策に取り組んでいる。

そのほか、各都道府県に設置している地域
障害者職業センターにおいてうつ病等による
休職者の職場復帰支援（リワーク支援）を実
施している。休職者本人、事業主、主治医の
３者の合意のもと、生活リズムの立て直し、
体調の自己管理・ストレス対処等適応力の向
上、職場の受入体制の整備に関する助言等を
行い、うつ病等による休職者の円滑な職場復
帰を支援している。

また、全国の主要なハローワーク等におい
て、就職に関連した様々な生活支援等を必要
とする求職者に対し、臨床心理士や社会保険
労務士、弁護士等の専門家による巡回相談を
実施している。

さらに、47都道府県と全国364の地域（二
次医療圏）に設置されている「地域・職域連
携推進協議会」において地域保健と職域保健
が連携して、地域の実情に応じたメンタルヘ
ルス対策推進のための事業を実施している。

メンタルヘルス不調を引き起こす可能性の
ある職場におけるパワーハラスメントについ
ては、平成23年度に、職場のいじめ・嫌がら
せ問題に関する円卓会議を開催し、「職場の
パワーハラスメントの予防・解決にむけた提
言」を取りまとめた。厚生労働省では、この
問題に取り組む社会的な気運を醸成するた
め、平成24年度に開設したポータルサイト

「あかるい職場応援団」（https://www.no-
harassment.mhlw.go.jp/）を通じて、対策に
取り組んでいる企業の紹介、社内アンケート
や就業規則のひな形、研修資料、職場におけ
るハラスメントに関する動画や裁判事例の掲
載等、様々な情報を提供しているほか、職場
におけるハラスメントで悩みを抱えている労
働者等を対象とした無料相談窓口を開設して
いる。

また、平成29年３月に取りまとめられた
「働き方改革実行計画」を踏まえ、同年５月

より、有識者と労使関係者からなる「職場の
パワーハラスメント防止対策についての検討
会」を開催し、平成30年３月に報告書をとり
まとめた。

さらに、労働政策審議会雇用環境・均等分
科会において議論を行い、同年12月の同審議
会の建議を踏まえ、改正法案を第198回通常
国会に提出、令和元年５月29日に成立し、同
年６月５日に「女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律等の一部を改正する法
律」（令和元年法律第24号。以下「改正法」
という。）が公布された。

改正法では、「労働施策の総合的な推進並
びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実
等に関する法律」（昭和41年法律第132号。以
下「労働施策総合推進法」という。）におけ
るパワーハラスメントを防止するための雇用
管理上の措置義務の新設のほか、事業主に相
談したこと等を理由とした不利益取扱いを禁
止する等、セクシュアルハラスメントなどの
防止対策も強化している（令和２年６月１日
施行。パワーハラスメントを防止するための
雇用管理上の措置義務については、中小事業
主は令和４年４月１日から義務）。

職場におけるパワーハラスメントやセク
シュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休
業等に関するハラスメントは、労働者の心身
の健康に影響を及ぼすものであり、メンタル
ヘルスの観点からも対策を推進していく必要
がある。このため、都道府県労働局雇用環
境・均等部（室）では、労働者及び事業主等
からの相談に適切に対応するとともに、事業
主の雇用管理上の措置義務を徹底するため、
改正後の労働施策総合推進法、「雇用の分野
における男女の均等な機会及び待遇の確保等
に関する法律」（昭和47年法律第113号）及び

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を
行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年
法律第76号）等の内容について、周知・啓発
を図り、措置を講じていない事業主に対して
は是正指導を行っている。
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⑵　地域における心の健康づくり推進体
制の整備
厚生労働省では、地域自殺対策強化交付金

により、都道府県及び市区町村において、関
係機関が連携して自殺対策に取り組むための
ネットワークの構築、研修の実施による相談
員等ゲートキーパーになり得る人材の養成、
電話相談や対面相談事業の実施による相談体
制の強化、講演会の開催やパンフレットの配
布、睡眠キャンペーンの実施等による普及・
啓発、住民に対するメンタルヘルスチェック
の実施による心の健康に関する意識の向上及
び心の不調の早期発見の推進、調査・分析の
実施による各地域の状況の把握と効果的な対
策の検討等により、総合的な心の健康づくり
を含めた対策に取り組んでいる。

自殺対策推進センターでは、全国の地域自
殺対策推進センターが実施する地方公共団体
の自殺対策の企画立案に関わる地域保健ス
タッフなどの資質の向上に関する会議、研修
の支援を行い、地域における心の健康づくり
推進体制の整備を推進している。

また、全国に約１万4,000館設置されてい
る公民館をはじめとする社会教育施設は、子
供から大人まで様々な世代の地域住民が集
う、地域の学びの拠点となっている。この社
会教育施設での学びを通じて、住民同士がつ
ながり、お互いを助け合う心を育めるよう、
文部科学省では、公民館等の社会教育施設に
おける主体的な取組を支援している。

また、都市公園は、健康づくりやスポー
ツ・レクリエーション、教養・文化活動等、
様々な余暇活動の場や、身近な自然との触れ
合いの場として、心身の健康を育む機能を有
している。このため、国土交通省では、地域
住民が集い、憩うことのできる環境の形成を
図るため、歩いていける身近な都市公園の整
備を計画的に進めている。

さらに、農林水産省では、農山漁村におい
て、高齢者等の農林漁業者等が心身ともに健
康で、安心して生活できるよう、高齢者の生
きがい発揮やリハビリなどにも資する農園や

活動施設の整備に対する支援を行い、快適で
安心な生産環境・生活環境づくりを推進して
いる。

⑶　学校における心の健康づくり推進体
制の整備

ア　学校における健康相談等の充実
メンタルヘルスなど多様化、深刻化してい

る子供の現代的な健康課題を解決するために
は、学校内の組織体制が充実していることが
基本となる。

このため、文部科学省では、養護教諭を始
め全ての教職員が、心身の健康に関する問題
を抱える児童生徒が学校生活によりよく適応
していけるよう、健康相談等を通して問題の
解決を図り、関係者が連携し組織的に支援を
するため、教職員向け指導参考資料の周知や
本資料を活用した研修会等を開催し資質の向
上を図るなど、組織体制の充実に努めてい
る。

また、大学等の学生支援担当の教職員を対
象とした会議等の様々な機会を通じて、学生
の自殺防止に対する指導の充実についての理
解啓発を図っている。加えて、独立行政法人
日本学生支援機構においては、大学等の教職
員に対し、自殺を含む学生の心の問題や成長
支援に関する理解を促進するため、「心の問
題と成長支援ワークショップ」を実施するな
ど各大学等における学生支援の充実に努めて
いる。

イ　スクールカウンセラー等を活用した教育
相談体制の充実について
現代社会の変容に伴い、児童生徒が直面す

る問題はますます複雑多様になっており、
様々な問題は、親と教員だけで解決できない
ことも多い。こうした多種多様な要因を背景
とした児童生徒の相談に対して、教員という
教育の専門家のほか、スクールカウンセラー
のような心理の専門家を活用して臨むケース
が増えており、学校における相談体制におい
て、今やスクールカウンセラーは不可欠の存
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在になりつつある。
また、児童生徒が置かれた様々な環境に働

き掛けたり、児童相談所等の関係機関との
ネットワークを活用したりするなど、多様な
方法を用いて問題を抱える児童生徒を支援す
るために、福祉等の専門的な知識・技術を有
するスクールソーシャルワーカーを配置する
学校、教育委員会が増えている。

文部科学省では、学校等における教育相談
体制を整備するために、スクールカウンセ
ラーや、スクールソーシャルワーカーを配置
する都道府県等に対して補助を行っている。
令和元年度より全公立小中学校にスクールカ
ウンセラーを、全中学校区にスクールソー
シャルワーカーを配置するために必要な経費
の補助を行っているほか、令和４年度予算で
は、配置時間の充実のための予算を拡充して
いる。

また、文部科学省では、平成27年12月に
「教育相談等に関する調査研究協力者会議」
を開催し、平成29年１月に、今後の教育相談
の在り方、スクールカウンセラー及びスクー
ルソーシャルワーカーの職務内容、学校及び
教育委員会における体制の在り方など、児童
生徒の教育相談の充実について提言した報告
を公表した。

さらに、平成27年12月の中央教育審議会
「チームとしての学校の在り方と今後の改善
方策について（答申）」等を踏まえ、「学校教
育法施行規則」（昭和22年文部省令第11号）
の一部を改正し、スクールカウンセラー及び
スクールソーシャルワーカーについて、ス
クールカウンセラーは、「小学校における児
童の心理に関する支援に従事する」、スクー
ルソーシャルワーカーは、「小学校における
児童の福祉に関する支援に従事する」と同令

（中学校、高等学校等にも準用）に職務内容
を規定した（平成29年４月１日施行）。

ウ　学校における労働安全衛生管理体制の整
備
労働安全衛生管理体制の整備は、教職員が

意欲と使命感を持って教育活動に専念できる
適切な労働環境の確保に資するものであり、
ひいては、学校教育全体の質の向上に寄与す
る観点から重要である。このため、文部科学
省では、公立学校等における労働安全衛生管
理体制の状況について調査を行うとともに、
リーフレットの配布や担当者会議における周
知等を通じて、学校における労働安全衛生法
に基づく管理体制の整備を促しているところ
であり、引き続き、体制の整備が進められる
よう取り組む。

⑷　大規模災害における被災者の心のケ
ア、生活再建等の推進
東日本大震災の被災者について、避難の長

期化が見込まれる中で、平成27年１月に、50
の対策からなる「被災者支援（健康・生活支
援）総合対策」を策定した。

この「総合対策」は、施策の具体化と新た
に追加した取組により、仮設住宅等で避難生
活を送られる被災者の方々の心と体の健康へ
の支援や災害公営住宅でのコミュニティ形成
への支援、被災者支援の総合的な推進等に取
り組むための50の対策を取りまとめたもので
ある。

これを踏まえ、平成27年度に「被災者健
康・生活支援総合交付金」を創設し、自治体
が策定する事業計画の下、被災者の見守り・
コミュニティ形成支援、こどもに対する支援
の取組を支援した。

さらに平成28年度は「被災者健康・生活支
援総合交付金」を拡充し、「被災者支援総合
交付金」を創設した。避難生活の長期化や災
害公営住宅への移転の本格化など復興のス
テージの進展に伴い生じる課題に対応するた
め、これまでの見守り等に加えて、住宅・生
活再建に関する相談対応への支援や、人と人
とのつながりを作り、生きがいをもって暮ら
していただくための「心の復興」を追加する
などし、自治体における被災者支援の取組を
一体的に支援している。また、東日本大震災
の心のケア対策を着実に推進する観点から、
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「被災者の心のケア支援事業」において、専
門的な心のケアの支援を実施している。

文部科学省では、原子力発電所事故により
避難している児童生徒がいじめに遭い、学校
等が適切な対応を行わなかった事案につい
て、平成28年12月、被災児童生徒を受け入れ
る学校に対して、被災児童生徒がいじめを受
けていないかどうか確認を行うことなどの対
応を求める通知を発出した。また、平成29年
３月、基本方針を改定して、原子力発電所事
故の避難者である児童生徒に対するいじめの
未然防止・早期発見に取り組むことを新たに
盛り込み、教職員に対して適切な対応を求め
ている。さらに、同年４月に、被災児童生徒
へのいじめの防止について、全国の児童生徒
等に向けて、文部科学大臣からメッセージを
発表するとともに、上記平成28年12月に発出
した通知により各教育委員会に求めたいじめ
の状況等の確認について、フォローアップ結
果を公表した。

また、被災したこどもたちの心のケア等へ
の対応のため、被災した地方公共団体が学校
などにスクールカウンセラー等を派遣するた
めに必要な経費について支援している。令和
４年度においても、被災自治体の要望を踏ま
え、スクールカウンセラー等を派遣している。

文部科学省では、その他の災害において
も、被災地の要望を踏まえ、スクールカウン
セラー等の緊急派遣等に対応できるように、
被災したこどもたちの心のケア等への体制強
化を図った。

厚生労働省では、令和２年７月豪雨等の災
害時には、被災地へDPAT（災害派遣精神医
療チーム）を派遣し、被災者の心のケアや精
神科医療に対する支援等を実施した。

令和２年１月に国内での感染者が確認され
た新型コロナウイルス感染症の拡大により、
国民の健康や生命が脅かされるとともに、我
が国の経済にも大きな影響を与えている。過
去にも雇用経済情勢が急速に悪化する中で、
自殺者が急増したことがあり、新型コロナウ
イルス感染症による影響により、自殺者が増

加することが懸念された。
厚生労働省では、自殺リスクの高まりに発

展しかねない状況を踏まえ、生きることの包
括的支援のため、令和２年３月より、民間団
体に支援して、新型コロナウイルス感染症に
よる心の悩みに対するSNS相談事業を開始し
た。引き続き令和２年度補正予算及び令和３
年度補正予算において、民間の支援団体や地
方公共団体に支援を行い、SNS相談や電話相
談等の相談体制の強化や、心のケアに関する
相談対応を行う精神保健福祉センター等の体
制の強化を図った。さらに、リモートワーク
など在宅での相談体制や、相談ブースの隔離
等、相談員の感染防止に配慮した必要な支援
を行うことで、相談員の安心・安全な相談環
境の確保を図った。そのほか、働く人のメン
タルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
において、電話やSNSによる相談体制の拡充
を図った。

これに加えて、雇用の維持を図るため、雇
用調整助成金の特例措置を講じたほか、生活
に困窮する人を支援するため、個人向け緊急
小口資金等の特例貸付を講ずる等の対策を
行った。その後、「国民の命と暮らしを守る
安心と希望のための総合経済対策」（令和２
年12月８日）及びこれを財政的に担保するた
めの令和２年度第３次補正予算や、「非正規
雇用労働者等に対する緊急支援策について」

（令和３年３月16日新型コロナに影響を受け
た非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係
閣僚会議）により、SNS相談や電話相談の相
談体制の更なる強化、雇用調整助成金の特例
措置や緊急小口資金等の特例貸付の継続等の
対策を行った。

自殺対策推進センターでは、新型コロナウ
イルス感染症の流行のため、内閣官房新型コ
ロナウイルス感染症対策推進室（当時）と協
定を締結し、令和２年６月、必要な支援策に
関する情報を探している人が簡便に情報を見
つけることができる「新型コロナウイルス感
染症　支援情報ナビ」を制作した（令和５年
５月８日をもって情報更新を中止）。この支
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援情報ナビは「こころのストレス度チェッ
ク」機能もあり、利用者は自身のストレス度
に応じたセルフケアの情報が得られるように

もなっている。スマートフォンの利用者であ
れば、必要に応じて、そのまま相談を受ける
ことができるようにもなっている。
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COLUMN 3

長野県子どもの自殺危機対応チームについて

令和４年10月14日に閣議決定の「自殺総合対策大綱」及び令和５年６月２日に開催の「こども
の自殺対策に関する関係省庁連絡会議（議長：小倉内閣府特命担当大臣）」において取りまとめられ
た「こどもの自殺対策緊急強化プラン」において、「長野県子どもの自殺危機対応チーム」の取組の
全国展開が位置付けられました。

■　子どもの自殺危機対応チーム設置の経緯
長野県では20歳未満の自殺死亡率が全国的に見て高い状況が続いていること［図１］から、平成

30年度に「長野県「子どもの自殺ゼロ」を目指す戦略」（H31～R4）を策定し、知事のリーダー
シップの下、「子どもの自殺ゼロ」を目指し取組んできました。

そして、当該戦略の重点施策に位置付けた、多職種の専門家で構成する「長野県子どもの自殺危
機対応チーム（以下「チーム」）」を令和元年10月に設置し、自殺リスクが高い子どもを支援する学
校等地域の支援者への助言や、場合によっては子ども及び家族への直接支援を行ってきました。

◆　長野県の20歳未満の自殺の推移
○【H27～R3】人口動態統計（厚生労働省統計　自殺日・住所地）［図１］

長野県自殺者数 長野県自殺死亡率 全国自殺死亡率
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20歳未満の自殺者及び自殺死亡率※の推移 自殺者数
（人）自殺死亡率

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

※�自殺死亡率（人口10万対）：H27は国勢調査（年齢不詳の人口をあん分した人口）、R2は国勢調査（不詳補完値）、他の年
は人口推計（総務省　各年10月１日現在20歳未満総人口）により算出

○【R4】自殺統計（警察庁統計を厚生労働省で集計）（自殺日・住居地）［表１］
区　分 長野県 （参考）全国 備考

自殺者数（人） 11 794
自殺死亡率※ 3.36 3.97
自殺死亡率
全国ワースト順位 33 －

� ※自殺死亡率（人口10万対）：人口推計（総務省　R4.10.1現在20歳未満総人口）により算出

■　子どもの自殺危機対応チームの成果と課題
チームの設置以来、令和５年６月末までの間に34人の子どもとその家族等への支援を行い、この

子どもたちは自殺に至っていません。このことは、チームの支援の一定の成果と認識しています。
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また、多職種の専門家によるフラットかつ多角的な議論により高い精度の支援が行えること、そ
れが地域の支援者の安心感や対応力向上につながっていることも成果と考えます。

一方で、チームの支援に繋がらずに自殺に至ってしまう子どもが後を絶たない現実があります。
このような子どもへの支援、潜在的に自殺リスクを持つ子どもの把握、また、家族が複雑な課題を
抱え、家族全体の包括的な支援が必要なケースへの対応など、これらはチームの課題というだけで
なく、子どもの自殺対策の大きな課題となっています。

■　チーム以外の取組
子どもの自殺の要因・背景は様々であり、かつ複雑です。自殺に至る複雑な要因への対策として、

チームの支援だけでなく様々な取組を進める必要があります。
長野県では、令和４年度策定の「第４次長野県自殺対策推進計画」（R5～R9）の重点施策に、子

どもへの自殺対策の強化を位置付けています。
当計画において、子どもの居場所づくりの推進や子どもの生きる力を高める取組、また、SNS等

による自殺関連の検索やつぶやきに対する相談窓口への誘導を図る取組等を実施するとともに、
SOSの出し方に関する教育の推進、潜在的自殺リスクの把握システムの導入検討等を進めることと
しています。

■　チームの体制強化
これまでも、高い精度の支援で子どもの自殺を防いできましたが、今後も増加が見込まれる支援

要請に対し、より身近で迅速・効果的な支援を行うため、令和５年度からはこれまでの全県１つの
コアチームによる支援から、コアチームの後方支援を受ける４つの圏域ごとに設置の地区チームに
よる支援に移行し、支援体制の強化を図っています。

また、導入を検討する潜在的自殺リスクの把握システムとチームの有機的な連携を図るなど、自
殺のリスクが高い子どもをチームの支援に繋げるための取組を併せて実施します。

長野県では、チームの支援をはじめ、子どもたちが自殺に至ってしまう様々な要因・背景にアプ
ローチする取組を行い、「子どもの自殺ゼロ」を目指してまいります。

長野県健康福祉部　保健・疾病対策課
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６　適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする取組
⑴　精神科医療、保健、福祉等の各施策

の連動性の向上
地域においてかかりつけの医師等が、うつ

病と診断された若しくは疑われる人を専門医
や専門医療機関に適切につなぐことができる
よう、都道府県・指定都市において、かかり
つけ医等を対象とした「かかりつけ医等心の
健康対応力向上研修事業」を実施している。

自殺対策推進センターでは、地域自殺対策
推進センターを対象とした研修や地方公共団
体の職員や支援関係者を対象とした「生きる
ことの包括的支援のための基礎研修」を実施
し、このなかで精神科医療、保健、福祉等の
各施策の連動性を向上させるための研修を
行っている。また、自殺未遂者ケア研修「か
かりつけ医版」として、かかりつけ医等と精
神科または心療内科との連携に資する研修も
行っている。

⑵　精神保健医療福祉サービスを担う人
材の養成など精神科医療体制の充実
自殺対策推進センターは、自殺未遂者ケア

研修「かかりつけ医版」のほか、日本精神科
救急学会及び日本臨床救急医学会の協力を得
て自殺未遂者ケア研修「一般救急版」及び

「精神科救急版」を実施している。
平成26年度からは精神障害関係従事者養成

研修事業（地域生活支援事業）により、アウ
トリーチに従事する医師等及び地域での精神
科訪問看護に従事する看護師等を対象に、基
本的知識及び技術の習得に資する研修を実施
している。

また、うつ病に対する効果が明らかとなっ
ている認知行動療法については、「精神療法
の実施方法と有効性に関する研究」（こころ
の健康科学研究事業）において実施マニュア
ルを作成し、厚生労働省のWebサイトにて
公開している（https://www.mhlw.go.jp/
bunya/shougaihoken/kokoro/index.html）。
また、認知療法・認知行動療法については、

普及に向けて、平成23年度から、医師等精神
科医療従事者を対象に、実施者養成のための
研修を実施している。

令和４年度の診療報酬改定においては、精
神疾患が増悪するおそれがある患者等に対し
て、かかりつけ医や精神科医等が、自治体と
連携して多職種でサポートを行う場合の評価
を新設した。

⑶　精神保健医療福祉サービスの連動性を
高めるための専門職の配置【一部再掲】
厚生労働省では、地方公共団体が定める精

神保健福祉対策の連動性を高めるため、精神
保健福祉士等の専門職等を、医療機関を始め
として、地域に効果的に配置する取組を進め
ている。
「６　適切な精神保健医療福祉サービスを

受けられるようにする取組　⑴精神科医療、
保健、福祉等の各施策の連動性の向上」参
照。

⑷　かかりつけの医師等の自殺リスク評
価及び対応技術等に関する資質の向上

【再掲】
「４　自殺対策に関わる人材の確保、養成

及び資質の向上を図る取組　⑶かかりつけの
医師等の自殺リスク評価及び対応技術等に関
する資質の向上」を参照。

⑸　子どもに対する精神保健医療福祉
サービスの提供体制の整備
様々なこどもの心の問題、被虐待児の心の

ケアや発達障害に対応するため、都道府県及
び指定都市における拠点病院を中核とし、地
域の医療機関並びに児童相談所、保健所、市
町村保健センター、要保護児童対策地域協議
会、発達障害者支援センター、児童福祉施設
及び教育機関等と連携した支援体制の構築を
図るとともに、災害時に、被災したこどもの
心のケアを行う体制をつくることを目的とし
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て、「こどもの心の診療ネットワーク事業」
を実施している。

⑹　うつ等のスクリーニングの実施
保健所、市町村の保健センター等による訪

問指導や健康診査、健康教育・健康相談等の
機会を活用することにより、地域において、
うつ病の懸念がある人の把握を進めている。

高齢者については、閉じこもりやうつ状態
になることを予防することが、介護予防の観
点からも期待され、地域の中で生きがい・役
割を持って生活できる地域づくりを推進する
ことが重要である。このため、地域では市町
村が主体となって高齢者の介護予防や社会参
加の推進等のために多様な通いの場を整備す
るなど、様々な取組を実施しており、地域の
実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取
組を実施している。

出産後間もない時期の産婦について、産後
うつの予防等を図る観点から、産婦健康診査
で心身の健康状態や生活環境等の把握を行
い、産後の初期段階における支援を強化して
いる。

乳児家庭の孤立化防止や産後うつの予防等
も含めた養育上の諸問題への支援を図るた
め、生後４か月までの乳児がいる全ての家庭
を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養
育環境等の把握、育児に関する不安や悩みの
相談等の援助を行う「乳児家庭全戸訪問事
業」を実施しており、令和２年４月現在、
1,739市区町村（99.9％）で実施されている。

⑺　うつ病以外の精神疾患等によるハイ
リスク者対策の推進
アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症

対策については、都道府県や指定都市におい
て、相談拠点機関や専門医療機関・治療拠点
機関を指定し、相談から治療、回復に至るま
での切れ目のない支援体制の構築を図るとと
もに、依存症の予防や、早期発見、早期治療
のための普及啓発、及び依存症問題に取り組
む民間団体支援を実施している。厚生労働省

では、これらの取組に対して「依存症対策地
域支援事業」で支援するとともに、地域にお
ける治療や相談に係る医師や専門職の養成、
対応技術の向上に資するための調査研究、依
存症についての正しい理解を普及するための
啓発事業等を実施している。

特にアルコールについては、アルコール健
康障害対策基本法（平成25年法律第100号）
に基づくアルコール健康障害対策推進基本計
画（第２期：令和３～７年度）において、

「自殺・うつ・アルコール問題の相互の関連
性を踏まえ、相談機関の連携体制の整備、総
合的な相談対応ができる人材養成、自殺予防
の啓発や、飲酒後の自殺未遂者の再度の自殺
企図の防止等の対策を推進する。」と定めら
れたことも踏まえ、厚生労働省及び地方公共
団体において、各地域の関係機関が連携し、
自殺、うつ、アルコールの問題への対策を進
めることとしている。

⑻　がん患者、慢性疾患患者等に対する
支援
自殺統計によれば、「健康問題」を原因・

動機とする自殺者数の内訳としては、「病気
の悩み・影響（うつ病）」が最も多く、「病気
の悩み・影響（身体の病気）」がこれに次ぎ、
慢性疾患等に苦しむ患者等からの療養生活上
の相談や心理的ケアを適切に受けることがで
きるよう、看護師の資質の向上が求められて
いる。

厚生労働省では、地域医療介護総合確保基
金を通じて、がんや脳卒中といった専門領域
の実務的な知識・技術の向上を図るための実
務研修等を行う都道府県に対して財政支援を
行い、看護師の資質の向上を推進している。

また、がん患者の自殺は、がん対策におけ
る重要な課題であり、医療従事者等により自
殺リスクの高い患者へ適切な支援が行われる
体制の整備が必要である。令和４（2022）年
に行われた「がん診療連携拠点病院等の整備
に関する指針」の改定において、拠点病院等
は、がん患者の自殺リスクに対する対応方法
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や関係機関との連携についての共通フローの
作成、関係職種に情報共有を行う体制の構

築、自施設に精神科等がない場合の地域の医
療機関との連携体制の確保が定められた。

７　社会全体の自殺リスクを低下させる取組
⑴　地域における相談体制の充実と支援

策、相談窓口情報等の分かりやすい発信
自殺を防ぐための地域における相談体制の

充実を図り、相談しやすい体制の整備を促進
するため、都道府県・政令指定都市が実施し
ている公的な電話相談事業に全国共通の電話
番号を設定し、平成20年９月10日より「ここ
ろの健康相談統一ダイヤル」（0570-064-556）
として運用を開始した。令和５年４月現在59
自治体が加入しており、令和４年の相談件数
は約14万件となっている。

さらに、令和３年度「自殺予防週間」（９
月10日から16日まで）及び「自殺対策強化月
間」にあわせて、「こころの健康相談統一ダ
イヤル」の相談実施日や受付時間の延長等の
拡充を呼び掛けたほか、令和３年２月から
は、民間団体の協力を得て、夜間対応（18：
30-22：30）を行っている。さらに、自殺防
止に特化したフリーダイヤルの新たな電話相
談（「#いのちSOS」（0120-061-338））を設置
した。民間団体への支援を実施するなど、相
談体制の拡充に努めている。

加えて、生きにくさ、暮らしにくさを抱え
る人からの相談を24時間365日無料で受け、
具体的な問題解決につなげるための電話相談
事業を補助事業（厚生労働省から全国的な民
間団体に補助）として実施している（「より
そいホットライン」（0120-279-338））。本事
業では、地域の支援組織等と連携しつつ、

「暮らしの中で困っていること、気持ちや悩
みを聞いてほしい方」、「外国語による相談」、

「性暴力、ドメスティックバイオレンスなど
女性の相談」、「性別や同性愛などに関わる相
談」、「自殺を考えるほど思い悩んでいる方」
など、様々な相談を受け、必要に応じて他の
支援機関につなぐ同行支援なども行ってい
る。

厚生労働省では、「支援情報検索サイト」
へ情報集約を図り、相談窓口を周知する取組
を実施している。従前PC用ブラウザにのみ
対応していたものを平成30年４月からスマー
トフォンにも対応できるようシステム改修を
行った結果、対前年度と比較してページ
ビュー数（令和元年度：213,745PV、令和２
年度：376,883PV、令和３年度360,070PV、
令和４年度367,074PV）が増加している。

平成29年11月以降、自殺願望を表す用語が
検索された場合等に適切な相談窓口を案内す
る取組の実施を検索事業者及びSNS事業者に
対して要請した結果、厚生労働省HPの相談
窓口情報のページの掲出、事業者が提携して
いる支援団体の相談先の掲出等の取組が進ん
だ。

加えて、平成30年度に、民間団体への補助
により、検索連動型広告による相談窓口への
誘導方法について、効果測定・検証を行っ
た。

さらに、自殺対策推進センターでは、各都
道府県と政令指定都市から相談窓口の情報を
得て、同センターのWebサイト中に「いの
ち支える相談窓口一覧（都道府県・政令指定
都市別の相談窓口一覧）」を開設し、相談窓
口情報の分かりやすい発信を推進している。

⑵　多重債務の相談窓口の整備とセーフ
ティネット融資の充実
平成19年４月に策定された「多重債務問題

改善プログラム」は、①丁寧に事情を聞いて
アドバイスを行う相談窓口の整備・強化、②
借りられなくなった人に対する顔の見える
セーフティネット貸付けの提供、③多重債務
者発生予防のための金融経済教育の強化、④
ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化の４つを
柱としており、現在、同プログラムに沿って
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関係省庁、関係機関により多重債務者対策が
進められているところである。

ア　相談窓口の整備
政府では、都道府県及び市区町村に整備さ

れた多重債務相談窓口をバックアップすると
ともに、平成20年４月より、財務局、財務支
局、沖縄総合事務局に多重債務相談員を配置
し、多重債務相談を実施している。財務局
等、都道府県、市区町村の令和４年の相談件
数の合計は約３万件であり、今後とも多重債
務者を相談窓口に誘導するため、効果的な広
報活動を行っていくことが期待される。この
ほか、日本貸金業協会においては、貸金業に
関する相談・苦情を受け付ける窓口として、
貸金業相談・紛争解決センターを設けてお
り、相談者本人のみならず、配偶者及び親族
も対象として、個別に生活再建支援のカウン
セリングを行っている。

さらに、平成19年度の「全国一斉多重債務
者相談ウィーク」に引き続き、平成20年度か
ら毎年度実施している「多重債務者相談強化
キャンペーン」を令和４年９月から12月に実
施し、全国各地でメンタルヘルスを含む相談
を受け付ける消費者向け及び事業者向けの無
料相談会の開催など地方公共団体や関係機関
の主体的な取組を促した。また、平成23年度
より、相談窓口の認知度向上を図るための周
知・広報として、消費者向け及び事業者向け
の相談窓口を記載した都道府県別リーフレッ
ト及び多重債務者相談強化キャンペーンに係
る周知ポスターを作成し、関係機関を通じて
配布しており、令和４年度においてもリーフ
レット及びポスターを作成・配布した。

イ　セーフティネット機能を有する貸付の充
実
多重債務者に対しては、まずは相談窓口等

において、丁寧な事情の聴取と債務整理等の
解決方法の相談・検討を行うことが重要であ
る。その上で、必要な場合は、多重債務者に
対する貸付（セーフティネット機能を有する

貸付）を活用することも考えられる。セーフ
ティネット機能を有する貸付については、消
費者向けとしては生活協同組合等による取組
が、事業者向けとしては、日本政策金融公庫
による経営支援と一体となった融資制度や一
旦失敗した事業者に対する融資制度などの取
組が進められている。

また、生活に困窮している者に対する貸付
制度である「生活福祉資金貸付」において
は、生活困窮者の相談窓口と密接な連携を図
りながら、必要な貸付を行っている。

⑶　失業者等に対する相談窓口の充実等
厚生労働省では、失業者等に対してハロー

ワークの窓口においてきめ細かな職業相談を
実施するとともに、早期再就職のための様々
な支援を実施している。

特に、心理的不安などから、主体的に的確
かつ現実的な求職活動を行うことができない
求職者等の相談に対応するため、キャリアコ
ンサルティングの技法等を活用しながら、き
め細かな相談を行うことにより、求職活動上
の課題の解決を図り、長期失業に至ることの
ないよう支援している。また、求職活動を進
める上で高ストレス状態にあることは好まし
くないため、ストレスチェックシート（求職
者自身がストレス状態を把握できる）の作
成・配付及びメールによる相談を専門的な知
識を有する民間事業者等に委託して実施する
ほか、ハローワークにおいて、就職に関連し
た生活に関する問題について、臨床心理士、
弁護士など専門家による巡回相談を定期的に
実施している。

さらに、若年無業者等の職業的自立に向け
て、地方公共団体との協働により、地域の若
者支援機関からなるネットワークを構築する
とともに、その拠点となる「地域若者サポー
トステーション」（通称：サポステ）を全国
に設置し、各人の置かれた状況に応じてキャ
リアコンサルタント等による専門的な相談、
合宿を含む生活面等のサポートと職場実習を
行う「若年無業者等集中訓練プログラム」、
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就職した者への定着・ステップアップ相談等
を実施している。加えて、高等学校等とサポ
ステの連携により、高等学校中退者等に対す
るアウトリーチ型の就労支援を実施してい
る。

⑷　経営者に対する相談事業の実施等
中小企業庁では、都道府県商工会連合会及

び主要商工会議所の経営安定特別相談事業に
対して全国商工会連合会及び日本商工会議所
が行う支援事業を補助している。

また、多種多様であり、事業内容や課題に
ついてもそれぞれの地域性が強いという特性
のある中小企業の再生を図るため、47都道府
県の商工会議所等に設置された中小企業活性
化協議会（旧：中小企業再生支援協議会）に
おいては、専門性を備えた常駐専門家や外部
専門家を配置しており、収益性のある事業は
あるものの、財務上の問題を抱える中小企業
者に対し、窓口における相談対応や再生計画
の策定支援、廃業時の保証債務整理支援な
ど、事業再生・再チャレンジに向けた支援を
行っている。

また、「自殺対策強化月間」に係る取組と
して、中小企業者の自殺防止の観点から、約
800の関係機関・団体に対して、「自殺対策強
化月間」及び各種相談窓口の周知について要
請を行うとともに、中小企業関係機関・団体
に対して、全国約7,000人の商工会・商工会
議所経営指導員による巡回指導を始めとした
中小企業者の相談対応におけるきめ細かい対
応について要請した。

なお、全国どこからでも一つの電話番号
で、資金繰りや経営相談など、どこに相談し
たらよいか困っている方から幅広く相談を受
け付ける「中小企業電話相談ナビダイヤル

（0570-064-350）」（最寄りの経済産業局中小
企業課につながる）を実施した。

さらに、経営者の個人保証に依存しない融
資慣行の確立を更に加速させるため、「経営
者保証改革プログラム」を令和４年12月に公
表した。加えて、倒産時の個人破産回避に向

けて、「経営者保証に関するガイドライン」
の趣旨・内容を明確化した「廃業時における

『経営者保証に関するガイドライン』の基本
的考え方」の周知・普及に努めている。

⑸　法的問題解決のための情報提供の充実
日本司法支援センター（通称：法テラス）

では、法的トラブルを抱えて困っている方
に、法テラス・サポートダイヤル（0570-
078374（おなやみなし））を始め、全国各地
の地方事務所の窓口で問合せを受け付け、法
的トラブルの解決に役立つ様々な法制度や各
種相談窓口についての情報を無料で提供する
情報提供業務、経済的な理由で弁護士・司法
書士の法的援助を受けることが困難な方を対
象に、無料で法律相談を行い（令和４年度の
法律相談援助件数は309,762件）、弁護士・司
法書士の費用等の立替えを行う民事法律扶助
業務、その一環として、政令で指定された大
規模災害の被災者を対象に、資力の状況にか
かわらず、災害発生日から１年を超えない期
間、生活の再建に必要な法律相談を無料で行
う被災者法律相談援助、東日本大震災の被災
者に対する援助のための日本司法支援セン
ターの業務の特例に関する法律（平成24年法
律第６号。以下「震災特例法」という。）に
基づき、東日本大震災に際し災害救助法（昭
和22年法律第108号）が適用された市町村の
区域（東京都を除く。）に平成23年３月11日
において住所等を有していた方を対象に、資
力の状況にかかわらず、無料で法律相談を行
い、東日本大震災に起因する紛争について、
弁護士・司法書士の費用等の立替えを行う東
日本大震災法律援助事業、犯罪の被害に遭っ
た方やその家族に対し、損害の回復や苦痛の
軽減を図るための法制度や犯罪被害者支援に
係る各種相談窓口についての情報を提供する
ほか、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁
護士の紹介等を行う犯罪被害者支援業務など
を行っている。令和４年度には、弁護士・心
理専門職等を配置した新設部署において、11
月14日から、霊感商法等で困っている方を対
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象に相談窓口等を案内するフリーダイヤル
「霊感商法等対応ダイヤル」を開設するなど
し、旧統一教会問題やこれと同種の問題に係
る被害救済に向けた取組を行っている。

なお、震災特例法が令和３年３月31日で失
効したため、東日本大震災法律援助の新規申
込受付は同日付けで終了し、同年４月１日以
降は失効前からの継続案件など、経過措置に
よる一定の案件のみ援助を実施している。ま
た、令和４年度では政令で指定された大規模
災害はなかった。

法テラスには、多重債務などの金銭問題
や、男女・夫婦に関する問題、職場でのいじ
めや解雇などの労働問題を始め様々な問題に
ついての相談が寄せられ、このような法的な
トラブルや悩みが自殺に至る原因の一つと
なっていることも多いことから、法テラスに
アクセスしてきた相談者をこれらの問題の解
決へと導くことにより、自殺を未然に防ぐこ
とができると考えられる。また、突然、家族
に先立たれ、残された借金や相続問題などに
直面している遺族の方への適切な支援を行う
ことも重要である。

法テラスが、こうした期待に十分応えられ
るようにするためには、法テラスと自殺対策
に取り組んでいる関係機関・団体等とが相互
に密接に連携し、支援体制のネットワークを
充実させることが必要である。

このような観点から、法テラスでは、「い
のちの電話」や地方公共団体・警察、その他
自殺対策に取り組んでいる関係機関・団体を
含む約22,200件の相談窓口に関する情報を集
約し、利用者に対して、相談内容や状況に応
じて適切な窓口を迅速に案内するとともに、
転送や取次ぎなど利用者の負担を軽減するた
めのスムーズな橋渡しに努めている。さら
に、これら関係機関・団体の窓口に相談に訪
れた方が法的な支援を必要としている場合に
は、法テラスを案内してもらうなど相互の連
携・協力関係を充実・強化するために、関係
機関・団体との協議会や業務説明会を開催す
るなどの取組も進めているほか、他の団体が

実施する研修にも積極的に参加している。
また、自殺を考えている方の心情に十分配

慮した対応をすることも重要であり、法テラ
スでは、相談を受け付ける法テラス・サポー
トダイヤルのオペレーターや地方事務所の情
報提供専門職員らを対象に適宜研修等を実施
しており、適切な対応に努めている。

なお、法テラスでは、法テラス災害ダイヤ
ル（0120-078309（おなやみレスキュー））を
設置し、二重ローン問題や、原発の損害賠償
請求などの震災その他の災害に起因する法的
トラブルの解決に役立つ法制度や相談窓口等
の案内を行っている。

法テラスとしては、法的トラブル解決の
きっかけとなる情報を広く国民が得ることが
できるよう、民生委員や調停委員等向けにパ
ンフレット・リーフレット等を配布して法的
トラブルを抱える方に身近に接する機会の多
い職種の方々を介し、法テラスの存在や業務
内容を国民に周知しているところであり、今
後も自殺の原因にもなっている多重債務等の
問題を解決するための情報をより多くの方々
に御案内することにより、自殺防止に取り組
んでいく。

⑹　危険な場所における安全確保、薬品
等の規制等
鉄道駅のプラットホームにおいて、視覚障

害者等を始めとする全ての駅利用者にとって
線路への転落等を防止するために効果の高い
ホームドアの整備を促進しており、自殺の抑
止にも寄与しているものと考えられる（令和
４年３月末現在で2,337番線、1,002の駅で設
置）。

厚生労働省では、毒薬及び劇薬については
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律」（昭和35年法律
第145号）において、毒物及び劇物について
は「毒物及び劇物取締法」（昭和25年法律第
303号）において、それぞれ、不適切な使用
につながる流通を防止するため、譲渡規制等
を行っており、販売業者等に対し、引き続き
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規制の遵守の徹底を指導しているところであ
る。

警察では、行方不明者届を受理した場合に
は、届出人等から必要な事項を聴取するなど
し、遺書があること、平素の言動その他の事
情により、自殺するおそれのあると判断され
るときは、行方不明者の生命及び身体の保護
を図るため、速やかに発見活動を開始し、当
該行方不明者の発見に努めている。

⑺　ICTを活用した自殺対策の強化【一
部再掲】
平成29年11月以降、総務省、経済産業省、

厚生労働省、法務省及び文部科学省では、
「自殺」「死にたい」等の自殺につながる用語
の検索を行った場合に、相談窓口への誘導を
行うことについて、事業者に要請を行った。

令和３年３月以降、内閣官房孤独・孤立対
策担当室が事務局を務めるソーシャルメディ
アの活用に関するタスクフォース（TF-
NotAlone）の枠組みの下で、内閣官房、総
務省、厚生労働省、文部科学省が連携し、検
索連動型の相談窓口案内に係る有効なキー
ワードや窓口の追加について、事業者との連
携構築及び事業者への働きかけを行った。

厚生労働省では、令和２年８月からWeb
サイト「まもろうよこころ」を新設し、電話
やSNS等による相談窓口の紹介を行うほか、
支援情報検索サイトやゲートキーパーなどの
自殺対策の取組情報を分かりやすくまとめて
発信している。これらの結果、厚生労働省
Webサイトの相談窓口情報のページの掲出、
事業者が提携している支援団体の相談先の掲
出等の取組が進んだ。

厚生労働省では、広く若者一般を主な対象
とするSNSを活用した相談事業を、平成30年
３月から実施している。平成31年３月には、
SNS相談の支援ノウハウを集約した「自殺対
策におけるSNS相談事業（チャット、スマー
トフォンアプリ等を活用した文字による相談
事業）ガイドライン」を公表した。

自殺対策推進センターでは、ICTを活用し

た自殺対策についての研究を推進している。
また、革新的自殺研究推進プログラムの委託
研究において、ソーシャルメディアを活用し
た自殺対策に関する研究を行った。

法務省の人権擁護機関では、人権擁護の観
点から、青少年のインターネットリテラシー
向上に重点を置いた各種人権啓発活動を実施
するとともに、インターネット上で人権侵害
を受けた場合等の相談窓口や救済手続につい
ての周知広報や、ICTを活用した相談窓口へ
の誘導強化を推進している。

文部科学省では、電話やSNSを活用した児
童生徒への相談体制の充実に加え、１人１台
端末を効果的に活用したSOSの発信や心身の
状況把握に関する調査研究や取組事例の普及
に取り組んでいる。
「２　国民一人ひとりの気付きと見守りを

促す取組　⑶自殺や自殺関連事象等に関する
正しい知識の普及」及び「７　社会全体の自
殺リスクを低下させる取組　⑴地域における
相談体制の充実と支援策、相談窓口情報等の
分かりやすい発信」参照。

⑻　インターネット上の自殺関連情報対
策の推進
総務省では、プロバイダの迅速、的確な対

応が可能となるように「違法・有害情報への
対応等に関する契約約款モデル条項」の適切
な運用の支援を行っている。事業者団体に対
して、加盟事業者へ自殺の誘引情報等への対
応の徹底を周知させるとともに、事業者団体
自らにおいても必要な措置を講ずることにつ
いて、平成29年及び令和４年に要請を行うと
ともに、平成31年度からフォローアップを
行っており、令和５年３月時点では、事業者
団体によれば自殺の誘引情報等の書込み禁止
を利用規約等に明記・運用する取組みに関
し、加盟事業者において特段の問題等は出て
きていないとの回答が示された。また、文部
科学省及び情報通信分野の企業・団体等と協
力しながら、子供たちのインターネットの安
全な利用に係る普及啓発を目的とした出前講
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座である「e-ネットキャラバン」を、児童・
生徒、保護者・教職員等を対象として全国で
実施している。

警察庁では、一般のインターネット利用者
等からインターネット上の違法情報等に関す
る通報を受け付け、警察への通報やサイト管
理者等に削除を依頼するなどの業務を行うイ
ンターネット・ホットラインセンターの運用
を民間事業者に委託している。座間市におけ
る事件を受け、平成30年１月から、同セン
ターにおいて「不特定多数の者、又は「死に
たい」「自殺したい」等と自殺をほのめかし
ている者に対し、自殺の実行を「手伝う」「請
け負う」等の表現が記載されている自殺関与
の情報や、「一緒に死にませんか」「本気で死
にたい人を募集しています」等、自己のみな
らず他者の生命に対して危害を加えることを
含むような、他者の自殺を誘引・勧誘する表
現が記載されている自殺の誘引・勧誘情報」

（以下「自殺誘引等情報」という。）に係る通
報を受理したときは、同センターから直接サ
イト管理者等に削除を依頼するとともに、緊
急を要する場合には都道府県警察に通報して
いる。また、都道府県警察においても、同様
の情報を認知したときは、サイト管理者等に
削除を依頼するなどの対応を行っている。さ
らに、平成30年１月からは、インターネット
上の自殺誘引等情報を収集し、インターネッ
ト・ホットラインセンターへの通報を行うサ
イバーパトロール業務を民間事業者に委託し
ている。

インターネット・ホットラインセンターで
は、令和４年に、自殺誘引等情報と判断した
2,690件（うち2,564件が民間事業者への委託
によるサイバーパトロールからの通報分）の
通報のうち、2,687件（対応依頼を行う前に
削除されたもの等を除く。）について、サイ
ト管理者等に対して削除を依頼し、1,634件
が削除に至った。

青少年インターネット環境整備法は、「自
殺を直接的かつ明示的に誘引する情報」を青
少年有害情報の例示の一つに挙げ、そうした

インターネット上の有害情報から青少年を守
るため、青少年のインターネットを適切に活
用する能力の習得に必要な措置を講ずるこ
と、青少年有害情報を閲覧する機会をできる
だけ少なくするための措置等を講ずること等
を定めている。

内閣府（令和５年４月よりこども家庭庁）
では、青少年が安全に安心してインターネッ
トを利用できる環境の整備を推進するため、
関係省庁、民間企業、関係団体等と連携し、
令和５年２月から５月にかけて、スマート
フォンやSNS等の安全・安心な利用のための
啓発活動を集中的に実施する「春のあんしん
ネット・新学期一斉行動」を展開した。ま
た、青少年のインターネット利用実態や取組
等に関する調査を実施している。

関係省庁では青少年や保護者・教職員等青
少年を取り巻く関係者に対し、青少年のイン
ターネット利用に係るリスクとその対策を周
知することで、自殺関連情報等の違法・有害
情報の閲覧への対策として有用であるフィル
タリングの認知度・理解度の向上を図り、保
護者等による自主的で実効的な対策を促進す
るべく、普及啓発活動等を実施している。

経済産業省では、警察庁等と連携しなが
ら、今後フィルタリング等の普及啓発の担い
手になることを期待される、地域のコミュニ
ティを対象としたセミナーを開催している。
青少年が自殺関連情報等の違法・有害情報を
閲覧することがないように、フィルタリング
の利用促進等も含めたインターネットの安全
利用についてのリテラシー向上を支援してい
る。今後も引き続き関係者と連携してフィル
タリングの普及啓発を行っていく。

文部科学省では、青少年インターネット環
境整備法等に基づき、フィルタリングやイン
ターネット利用のルールに関する学習・参加
型のシンポジウムの開催や、普及啓発資料の
配布等を通して、地域・民間団体・関係府省
庁等と連携しつつ、保護者及び青少年に対す
る啓発や教育活動を推進するとともに、各地
域における先進的な有害環境対策等の取組に
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対して支援を行っている。
総務省では、専門家からのヒアリングを通

じて、インターネットに係る実際に起きた最
新のトラブル事例を踏まえ、その予防法等を
まとめた「インターネットトラブル事例集」
を平成21年度より毎年更新・作成し公表して
いる（インターネットトラブル事例集ダウン
ロードページ：https://www.soumu.go.jp/
main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/
jireishu.html）。令和５年３月には、SNS等で
の誹謗中傷に関する事例を含む「インター
ネットトラブル事例集（2023年版）」を作成
し公表した。

また、文部科学省、総務省及び経済産業省
では、平成29年12月から、学校の教職員が、
児童生徒のインターネット等の安全利用につ
いて必要な知識を身に付けることにより、よ
り一層適切な生徒指導、教育相談、情報モラ
ル教育を行うことができるようにするため、
インターネット安全教室及びe-ネットキャラ
バンに教育委員会関係者・教育関係者の参加
を促している。

法務省の人権擁護機関では、「インター
ネット上の人権侵害をなくそう」を強調事項
の一つとして掲げ、携帯電話会社の実施する
スマートフォン・ケータイ安全教室と連携し
た人権教室やインターネット広告を実施する
など、各種人権啓発活動を実施した。

また、総務省及びSNS事業者団体と共同し
て、「#NoHeartNoSNS」をスローガンに、
SNS利用に関する人権啓発サイトを開設し、
情報モラルの向上を図るとともに、人権相談
窓口の周知・広報を行っている。

⑼　インターネット上の自殺予告事案及
び誹謗中傷への対応等
インターネット上の自殺予告事案につい

て、警察からプロバイダ等に対して発信者情
報の照会がなされた場合に、これを受けたプ
ロバイダ等における情報開示の可否について
の判断基準及び発信者情報開示の手続を整理
した「インターネット上の自殺予告事案への

対応に関するガイドライン」が、平成17年10
月に電気通信関連団体により策定されてい
る。同ガイドラインを踏まえ、都道府県警察
においてプロバイダ等と連携した対応を実施
し、自殺防止の措置を講じている。令和４年
中に都道府県警察が発信者情報の開示を受け
た件数は491件で、自殺予告をした者は延べ
489人であった。これらの者への都道府県警
察の対応状況は、表のとおりであり、そのう
ち自殺のおそれがあった66人に対して、本人
への説諭、家族への監護依頼等により自殺防
止措置を講じた。

発信者情報の開示を受けた自殺予告事案への
対応状況
既に自殺により死亡 10人
既に自殺を図っていたが、救護等によ
り存命 33人

自殺のおそれがあり、説諭等を実施し、
自殺を防止 66人

いたずら等自殺のおそれがないことが
判明 310人

書込者が判明せず 70人
合計 489人

総務省では、プロバイダの迅速・的確な対
応が可能となるよう上記のガイドラインの適
切な運用の支援を行っている。また、平成21
年から違法・有害情報相談センターを設置・
運営し、自殺予告事案や誹謗中傷等に関する
相談があった場合に対応できる態勢を構築し
ている。

次に、インターネットを通じた有害情報の
取得をきっかけとして起きる社会問題に対応
するため、フィルタリングの普及も重要であ
る。

総務省では、フィルタリングの普及啓発の
ために、フィルタリングに関する動画の作成・
公表、フィルタリングに関する内容をe-ネット
キャラバンやインターネットトラブル事例集
等で取り上げる等の取組を実施している。

経済産業省では、フィルタリングに関する
普及啓発等のためにセミナーを開催してい
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る。今後も引き続き自殺関連情報等の違法・
有害情報対策を進めていく。

法務省では、令和４年６月に成立した「刑
法等の一部を改正する法律」（令和４年法律
第67号）において侮辱罪の法定刑が引き上げ
られたことなどを周知するに当たり、イン
ターネット上で人の名誉を害する行為を抑止
すべきとの国民の意識が高まっていることな
どが法改正の契機であることなど、法改正の
趣旨や内容を検察当局に周知している。

また、法務省の人権擁護機関では、イン
ターネット上での誹謗中傷等の投稿による被
害について相談を受けた場合には、相談者の
意向に応じ、削除依頼の方法等を助言した
り、違法性を判断した上で、プロバイダ等に
対して投稿の削除要請をするなどの対応をし
ている。

⑽　介護者への支援の充実
介護保険制度において、短期間又は日中の

間、介護サービス事業所で要介護高齢者に対
する介護を行う短期入所生活介護や通所介護
等について給付を行っており、介護者に対す
るレスパイトケアにもつながっている。ま
た、地域包括支援センターにおける高齢者を
介護する者の相談・援助や、地域支援事業の
家族介護支援事業において市町村等が行う介
護教室・介護者相互の交流会開催等の経費の
一部を負担する等、高齢者を介護する者に対
する必要な支援の実施に努めている。

⑾　ひきこもりの方への支援の充実
都道府県・指定都市に設置された「ひきこ

もり地域支援センター」及び市等の自立相談
支援機関において本人・家族への相談支援等
を行い、ひきこもり支援を推進している。

ひきこもり支援に携わる人材の確保を目的
として、ひきこもり支援を担当する自治体職
員や関係機関の職員等を対象にひきこもり地
域支援センターによる人材養成研修を実施し
ている。さらに厚生労働省では、ひきこもり
支援に携わる職員の支援の質を担保するた

め、ひきこもり地域支援センターの初任者や
現任者を対象とした研修を実施している。

市町村において、本人・家族が安心して過
ごせる「居場所づくり」や、本人・家族への
講習会の開催等の取組を行っている。

⑿　児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者
への支援の充実
全国の児童相談所における児童虐待に関す

る相談対応件数は一貫して増加し、令和３年
度には児童虐待防止法制定直前の約18倍に当
たる20万7,660件となっている。過去の被虐
待経験が深刻な生きづらさを抱えることにつ
ながる場合も含め、児童虐待は、こどもの心
身の発達と人格の形成に重大な影響を与え、
自殺のリスク要因ともなり得る。こどもの生
命が奪われるなど重大な児童虐待事件も後を
絶たず、児童虐待の発生予防から虐待を受け
たこどもの自立支援まで一連の対策は社会全
体で取り組むべき重要な課題である。

令和４年６月には、こどもや家庭への包括
的な相談支援等を行う「こども家庭センター」
の設置や、訪問による家事支援などこどもや
家庭を支える事業の創設を行うこと等を内容
とする「児童福祉法等の一部を改正する法
律」（令和４年法律第66号。以下「令和４年
改正児童福祉法」という。）が成立した。な
お、同法律においては、上記の他、一時保護
開始時の司法審査の導入や、こども家庭福祉
の現場において相談援助業務等を担う者の専
門性向上のための実務経験者向けの認定資格
の導入、こどもに対してわいせつ行為を行っ
た保育士の再登録手続の厳格化等に関する必
要な改正も盛り込まれ、令和６年４月１日の
施行（一部の改正事項を除く）に向けた、詳
細についての検討が進められている。

令和４年改正児童福祉法の円滑な施行を行
うとともに、令和５年４月に創設されたこど
も家庭庁を司令塔として関係省庁が連携して
取組を強化する必要があることから、令和４
年９月の児童虐待防止対策に関する関係閣僚
会議で「児童虐待防止対策の更なる推進につ
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いて」を決定し特に重点的に実施する取組が
示された。同年12月には、児童相談所の体制
強化について「新たな児童虐待防止対策体制
総合強化プラン」（令和４年12月15日児童虐
待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決
定）が策定され、これまで「児童虐待防止対
策体制総合強化プラン」（平成30年12月18日
児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会
議決定）に沿って行われてきた児童福祉司の
増員等による体制強化の取組を更に進め、令
和６年度末までに児童福祉司を6,850人体制
とする目標を設定し、体制強化に取り組むこ
ととされた。

また、民法（明治29年法律第89号）におけ
る懲戒権に関する規定（同法第822条）が児
童虐待を正当化する口実になっているという
指摘がなされてきたことを踏まえ、令和４年
12月に「民法等の一部を改正する法律」（令
和４年法律第102号）が成立し、民法につい
て親権者による懲戒権の規定を削除するとと
もに、体罰等のこどもの心身の健全な発達に
有害な影響を及ぼす言動を禁じる改正がなさ
れた。児童福祉法（昭和22年法律第164号）
及び児童虐待の防止等に関する法律（平成12
年法律第82号）についても、民法の新たな規
定ぶりに合わせる改正が行われ、体罰等によ
らない子育ての一層の推進が図られている。

以上の法整備等に加え、児童虐待を受けた
と思われるこどもを見つけた時などに、ため
らわずに児童相談所に通告・相談ができるよ
う、児童相談所虐待対応ダイヤル「189（い
ちはやく）」を運用している。

また、令和２年７月に自殺防止のための
SNS相談事業実施者と児童相談所との連携に
ついて、連携事務連絡を発出し、必要に応じ
てSNS相談の相談者を児童相談所につないで
いる。

性犯罪・性暴力の被害者への支援について
は、令和３年４月に、各都道府県等に対し
て、犯罪被害者支援団体等から性犯罪・性暴
力被害者のためのワンストップ支援センター

（以下「ワンストップ支援センター」という。）

開設に向けた相談があった場合には、協力が
可能な医療機関の情報を提供するよう依頼を
行ったほか、性犯罪・性暴力被害者の医療機
関の選択に資するため、平成28年３月に告示
改正を行い、病院等の管理者が都道府県知事
に報告する事項に、ワンストップ支援セン
ターを設置していることを加え、都道府県知
事は設置の報告があった場合には公表するこ
ととした。

警察では、カウンセリング技能を有する警
察職員に対し専門的研修を行うことにより、
その技術・能力の向上に努めるとともに、部
外の精神科医やカウンセラー、民間被害者支
援団体等との連携を図るなど、性犯罪被害者
の精神的被害を軽減するためのカウンセリン
グ体制を整備している。

また、各都道府県警察の性犯罪被害相談電
話につながる全国共通番号「#8103（ハート
さん）」を運用するとともに、性犯罪指定捜
査員の指定、職員に対する研修の充実、性犯
罪捜査における証拠採取用資機材の整備等に
より、被害申告・相談をしやすい環境の整備
を図っている。

さらに、性犯罪・性暴力被害者を含む犯罪
被害者等への支援のため、地方公共団体等と
協力して、地域における関係機関・団体間の
連携を促進するなどの取組を行っている。

内閣府では、性犯罪・性暴力被害者支援の
ための交付金の拡充により、ワンストップ支
援センターの運営の安定化及び被害者支援機
能の強化を図り、地方公共団体による被害者
支援に係る取組の充実に努めている。

また、性犯罪・性暴力被害者支援のため、
ワンストップ支援センターの全国共通番号

「#8891（はやくワンストップ）」の周知を図
るとともに、若年層等の性暴力被害者が相談
しやすいよう、SNS相談「Cure time（キュ
アタイム）」を実施している。さらに、性犯
罪・性暴力の夜間の相談や救急対応のため、
夜間休日には対応していないワンストップ支
援センターの運営時間外に、被害者からの相
談を受け付け、ワンストップ支援センターと

122

●令和４年度の自殺対策の実施状況第3章



連携して支援する「性暴力被害者のための夜
間休日コールセンター」を運営し、性犯罪・
性暴力被害者支援の充実を図っている。

あわせて、性犯罪被害者等が安心して必要
な相談・支援を受けられる環境を整備するた
めに、ワンストップ支援センターの相談員等
を対象としたオンライン研修教材を作成し、
提供するとともに、研修を実施した。

厚生労働省では、性犯罪・性暴力被害者
等、困難を抱えた女性の支援を推進するた
め、婦人相談所等の関係機関と民間支援団体
が密接に連携し、アウトリーチによる相談支
援や居場所の確保、公的機関や施設への「つ
なぎ」を含めたアプローチを行う事業や、地
方公共団体の関係機関、民間団体の参画によ
る横断的な連携・協働を進める。

⒀　生活困窮者への支援の充実
厚生労働省では、福祉事務所設置の906自

治体において、複合的な課題を抱える生活困
窮者に対し、生活困窮者自立支援法に基づく
相談支援、就労支援、家計改善支援等を実施
するほか、地域のネットワークを構築し、生
活困窮者の早期発見や包括的な支援につなげ
ている。

生活困窮は自殺の背景ともなり得ることか
ら、引き続き生活困窮者への支援の充実を図
るとともに、生活困窮者自立支援法に基づく
支援と自殺対策施策が密接に連携することが
重要である。令和５年３月に地方自治体あて
に通知を発出し、自殺予防に関する相談窓口
で把握した生活困窮者を、生活困窮者自立支
援法に基づく自立相談支援の窓口につなぐこ
とや、自立相談支援の窓口で把握した自殺の
危険性の高い人に対して、自殺予防に関する
相談窓口と協働して早期に適切な支援を行う
こと等を改めて依頼した。

⒁　ひとり親家庭に対する相談窓口の充
実等
ひとり親家庭が抱える様々な課題や個別の

ニーズに対応するため、適切な支援メニュー

をワンストップで提供する体制や毎年８月の
児童扶養手当の現況届の時期等における集中
相談体制の構築の整備に加え、母子・父子自
立支援員が弁護士等の専門職種の支援を受け
ながら相談対応を行える体制づくりや、相談
対応以外の事務的な業務を補助する職員の配
置、休日・夜間の相談体制づくりを支援する
ことで、相談支援体制の質・量の充実を図っ
ている。

また、令和４年度第２次補正予算におい
て、ひとり親家庭が必要な支援に繋がり、自
立に向けた適切な支援を受けられるよう、
SNSによる相談支援などIT機器等の活用を始
めとしたひとり親のワンストップ相談及び
プッシュ型支援体制の構築・強化を図るため
の事業を実施している。

⒂　性的マイノリティへの支援の充実
法務省の人権擁護機関では、人権相談に応

じているほか、人権侵害の疑いのある事案を
認知した場合は、人権侵犯事件として調査を
行い、事案に応じた適切な措置を講じてい
る。また、性的マイノリティ等をテーマとし
た人権啓発動画をYouTube法務省チャンネ
ルで配信するほか、性的マイノリティに関す
る企業等の取組事例を紹介する特設サイトを
開設するなどの各種人権啓発活動を実施し
た。

文部科学省では、学校において、性同一性
障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒の
心情に十分配慮した適切な対応がとられるよ
う、通知や教職員向け資料を作成・公表し、
全国の教育委員会等に周知して、その趣旨や
内容の徹底を図っている。

また、スクールカウンセラーやスクール
ソーシャルワーカーの配置に必要な経費の補
助を行っており、引き続き取組を継続し、教
育支援体制の充実に努めている。

さらに、独立行政法人日本学生支援機構と
文部科学省の協力の下に作成した、教職員向
け理解・啓発資料「大学等における性的指
向・性自認の多様な在り方の理解増進に向け
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て」を活用し、大学等の教職員が出席する会
議等の様々な機会を通じて、学生の意思等に
配慮したきめ細かな対応を依頼している。

厚生労働省では、公正な採用選考について
の事業主向け啓発パンフレットに「LGBT等
の性的マイノリティの方など特定の人を排除
しない」旨を記載し、Webサイト上に公表
した。

また、「事業主が職場における優越的な関
係を背景とした言動に起因する問題に関して
雇用管理上講ずべき措置等についての指針」

（令和２年厚生労働省告示第５号）において、
相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言
動を行うこと等を職場におけるパワーハラス
メントに該当すると考えられる例として明記
する等の対応を行っており、その旨をリーフ
レットやパンフレット等を活用して周知をし
ている。

さらに、24時間365日無料の電話相談事業
（厚生労働省から全国的な民間団体に補助）
では、性的指向・性自認を理由としたものも
含め、社会的なつながりが希薄な方々の相談
を受けており必要に応じて面接相談や同行支
援を実施して具体的な解決につなげる寄り添
い支援を実施している（「よりそいホットラ
イン」（0120-279-338））。

⒃　相談の多様な手段の確保、アウトリー
チの強化【一部再掲】
近年、若年層の多くが、SNSを主なコミュ

ニケーション手段として用いているととも
に、SNS上のいじめへの対応も大きな課題と
なっている状況を受け、文部科学省では、い
じめを含む様々な悩みに関する児童生徒の相
談に関して、SNS等を活用する利点・課題等
について検討を行うため、平成29年７月に有
識者会議を開催し、平成30年３月、「SNS等
を活用した相談体制の構築に関する当面の考
え方（最終報告）」を取りまとめた。また、
平成30年から地方公共団体に対し、SNS等を
活用した児童生徒向けの相談体制の構築を支
援しており、令和３年度から実施団体を全都

道府県・政令市に拡充し、令和４年度も引き
続き支援している。

また、厚生労働省では、児童相談所に相談
しやすい環境を整備し、児童虐待の未然防止
や早期発見につなげることを目的に、SNSに
よる全国共通のアカウントの開設のための費
用を、令和２年度第３次補正予算に計上して
いる。

「７　社会全体の自殺リスクを低下させる
取組　⑺ICTを活用した自殺対策の強化」及
び「７　社会全体の自殺リスクを低下させる
取組　⑿児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者
への支援の充実」参照。

⒄　関係機関等の連携に必要な情報共有
の仕組みの周知
自殺総合対策大綱に基づき、国を挙げて自

殺対策が推進されるよう、国、地方公共団体、
民間団体等が連携協力するため、また、中立・
公正の立場から自殺総合対策大綱に基づく施
策の実施状況、目標の達成状況等を検証し、
施策の効果等を評価することを目的として、
平成31年３月以降、自殺総合対策の推進に関
する有識者会議を開催しており、令和３年11
月から令和４年３月にかけて新たな自殺総合
対策大綱の案の作成に資するよう議論が行わ
れ、令和４年４月に報告書が取りまとめられ
た。その後、閣僚級の自殺総合対策会議での
大綱案の決定を経て、令和４年10月14日に新
たな自殺総合対策大綱が閣議決定された。

自殺対策推進センターでは、関係機関等の
連携を効果的に行っている事業例を収集し、
自殺対策先進事例データベース及び地域自殺
対策政策パッケージに掲載することで、地方
公共団体の自殺対策計画策定関係者などが参
照・活用できるように情報提供を行ってい
る。また、「地域自殺対策推進センターブ
ロック会議」などを通じて、地域自殺対策推
進センターに対して効果的な情報共有の仕組
みの整備を促している。

124

●令和４年度の自殺対策の実施状況第3章



⒅　自殺対策に資する居場所づくりの推進
厚生労働省では、生きづらさを抱えた人や

自己肯定感が低い者などに対して、「生きる
ことの阻害要因（自殺リスク要因）」を減ら
し、「生きることの促進要因（自殺の保護要
因）」を増やす支援を行うために、自殺対策
に資する若者の居場所づくり好事例を取りま
とめ、平成30年３月に地方公共団体へ情報提
供を行った。また、平成30年度に、若者の自
殺対策について有識者を集めた検討会を実施
し、その議論を踏まえ、若者の居場所に関す
るヒアリング等を実施している。

また、「こども政策の新たな推進体制に関
する基本方針について」（令和３年12月21日
閣議決定）において、「全てのこどもが、安
全で安心して過ごせる多くの居場所を持ちな
がら、様々な学びや、社会で生き抜く力を得
るための糧となる多様な体験活動や外遊びの
機会に接することができ、自己肯定感や自己
有用感を高め、幸せな状態（Well-being）で
成長し、社会で活躍していけるようにするこ
とが重要」とされており、こども家庭庁で
は、「こどもの居場所づくりに関する指針

（仮称）」の策定に向けて議論を開始した。

⒆　報道機関に対するWHOの手引き等の
周知等
マスメディアの適切な自殺報道に資するた

め、世界保健機関（WHO）が作成した自殺
対策に関する「自殺対策を推進するためにメ
ディア関係者に知ってもらいたい基礎知識　
2017年最新版」（以下「手引き」という。）や
国内の報道機関が自主的に策定した自殺報道
に関するガイドライン等を報道各社に対し周
知している。厚生労働省Webサイトに「手
引き」を掲載して、その周知を図っている。

自殺対策推進センターでは、世界保健機関
（WHO）の文書「自殺対策を推進するために

メディア関係者に知ってもらいたい基礎知識　
2017年最新版」及び「自殺対策を推進するた
めに映画制作者と舞台・映像関係者に知って
もらいたい基礎知識」の翻訳版をWebサイ
トで公表している。また、アメリカの自殺対
策の非営利組織「Suicide Awareness Voices 
of Education（SAVE）」が作成した自殺報道
ガイドライン「自殺報道に関する優良事例と
勧告（Recommendations for Reporting on 
Suicide, update 2020）」を翻訳し、Webサイ
トで公表している。

自殺対策推進センターでは、メディア従事
者やインターネットプラットフォーマーを対
象とした自殺報道のあり方を考える勉強会を
開催し、自殺や自殺対策について「手引き」
などに基づき適切な報道がなされるよう支援
を行っている。令和４年度は、令和４年９月
３日に「自殺を減らす報道・放送への挑戦」
をテーマに開催し、令和５年３月５日に「放
送・ネットにおける「新基準」 最新動向」を
テーマに開催した。

⒇　自殺対策に関する国際協力の推進【一
部再掲】
自殺対策推進センターは、海外で開催され

た自殺対策の国際学会（IASP、ESSSB）に
参加し、新型コロナウイルス感染症の拡大下
における日本の自殺の状況を踏まえて、自殺
報道による自殺者数への影響や自殺統計を活
用した自殺実態分析の現状等について発表を
行った。

また、自殺対策推進センターは、世界保健
機関協力センター（WHOCC）の専門家会議
では、学校における自殺対策教育、自傷・自
殺未遂レジストリ、自死遺族への支援の強化、
さらなる研究の必要性など、総合的な観点か
ら説明を行い、日本の自殺対策のエビデンス
や課題を海外の自殺対策関係者と共有した。
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COLUMN 4
LGBTQ＋などの性的マイノリティの人たちへの 

自殺防止対策事業
１　プライドハウス東京について

プライドハウス東京は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、団体
（NPO）、専門家、企業、大使館などがセクターを超えて連携して設立されたコレクティブインパク
ト型のプロジェクトです。2020年10月11日に日本初の常設の総合LGBTQ＋センターである「プ
ライドハウス東京レガシー」（東京都新宿区）を開設しました。2018年９月のキックオフ以来、誰
も排除しないLGBTQ＋インクルーシブな社会の実現に向けて、幅広い取り組みを進めてきました。

２　LGBTQ＋いのちの相談窓口について
2021年6月から開設した『LGBTQ+いのちの相談窓口』では、プライドハウス東京レガシーに

て、LGBTQ+やそうかもしれない人の困りごとや悩み、生きづらさを抱える人の気持ちに寄り添い、
その想いを受け止めることを目的として、LGBTQ+の人たちへの相談支援経験がある専門相談員が
支援にあたっています。LGBTQ＋の人たちは、自死におけるハイリスク層である一方で、そのこ
とを誰にも相談できない、相談しても適切な対応を受けられていないといった現状を抱えています。
その背景に、行政の窓口や医療・福祉分野も含めて社会の無理解や偏見も大きく関係しています。
セクシュアリティやジェンダー（性のあり方）に由来した困りごとを相談できる窓口を見つけられ
ない、ハラスメントを受ける不安から相談ができないことも少なくありません。性のあり方に由来
した経験が、困りごとや希死念慮に影響している場合も多く、性のあり方について安心して話せな
いことは、困りごとや希死念慮について話せないことにつながりかねません。『LGBTQ+いのちの
相談窓口』では、安心して相談していただけるように専門相談員の研修を定期的に行い、LGBTQ
＋の人たちの置かれている現状や、新しいリソースの共有など情報のアップデートに努めています。

３　居場所から相談へ
『LGBTQ+いのちの相談窓口』の新規相談者の約３人に１人が、居場所（プライドハウス東京レ

ガシー）を訪れたことから利用につながっています。安心できる居場所があるから気軽に相談する
ことができるという声を多くいただいています。2023年度より相談者の自己肯定感を高め、「生き
ることの促進要因」を増やすため、居場所において余暇的な活動をする機会や当事者同士が交流で
きる場の提供なども行っていきます。

４　自死遺族ケア
居場所や相談支援の他、LGBTQ+の死別体験者を対象とした「わかちあいの会」を実施し、心理

的安全性が保たれた場でのグリーフケアを提供しています。同性パートナーの自死による死別や
LGBTQ+の子どもの自死等の経験を安心して話せる機会や場所がほとんどなく、貴重な場を安定的
に提供できています。2023年度は一般の遺族支援団体への啓発やLGBTQ＋のグリーフワークがで
きる人の養成も行っていきます。

５　全国へのアウトリーチ
全国へのアウトリーチとしては、LGBTQ＋の課題に取り組む団体、自殺対策に取り組む団体、

行政を繋げ、地域連携のきっかけづくりを行っています。2021年度からの２か年にわたり15の地
域で、LGBTQ+の自殺防止対策の具体的な実施に向けての、自走していく土台づくりとなっていま
す。また、自殺念慮・自殺企図のリスクが高まりやすいLGBTQ＋へ本支援を周知するとともに、
支援者により広くLGBTQ＋への支援ニーズを伝えるために、オンラインでのアウトリーチ・啓発
を行っています。動画「LGBTQ+にフォーカスをあてた対人援助のための自殺対策講座」は、プラ
イドハウス東京のYouTubeチャンネルからいつでもご視聴いただけます。
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６　今後の課題
LGBTQ＋という言葉の社会的な認知度は上がってきていますが、LGBTQ＋の人たちの置かれて

いる現状についての可視化はまだまだ進んでいないと感じます。地域によっては居場所や相談でき
る場所がなく、孤独・孤立している方もたくさんいます。全国の行政やコミュニティ団体などの社
会資源と連携し、自殺対策事業を行っていくことが喫緊の課題です。

プライドハウス東京　理事　前田邦博
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８　自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ取組
⑴　地域の自殺未遂者等支援の拠点機能

を担う医療機関の整備
自殺未遂の既往が、自殺の危険因子の一つ

であることが示されていることを踏まえ、平
成30年度から、「自殺未遂者支援拠点医療機
関整備事業」を実施し、地域における自殺未
遂者支援の拠点となる医療機関の整備を支援
し、自殺未遂者対策の向上を図っている。

⑵　救急医療機関における精神科医によ
る診療体制等の充実
厚生労働省では、精神科救急情報センター

や、輪番制等による精神科救急医療施設の整
備を行う「精神科救急医療体制整備事業」に
て、自殺未遂者等の精神・身体合併症患者に
対する対応について体制整備を図っている。

さらに、救命救急センターにおいて、救急
医療の実施と併せて、精神科の医師による診
療等が速やかに行われるよう、精神科の医師
を必要に応じ適時確保することを、各都道府
県に求めているところである。なお、「自殺
未遂者ケアに関するガイドライン」を基に、
自殺対策推進センターが日本臨床救急医学会
と精神科救急医学会の協力により、救急医療
の従事者を対象とした「自殺未遂者ケア研
修」を一般救急版及び精神科救急版で開催し
ている。

また、令和３年度から自殺未遂者に対して
より実効的な介入、援助の方法を確立すべ
く、救命救急センターにおいて患者登録を行
い、自傷・自殺未遂者に対するレジストリの
構築を進めている。

平成24年度の診療報酬改定で、一般病棟に
入院した自殺未遂者などの患者に対して、精
神症状の評価や、退院後の診療の調整を行う
精神科リエゾンチームに対する評価を新設し
た。また、平成28年度の診療報酬改定で、自
殺企図により入院した患者に対し、精神保健
福祉士等が、退院後も一定期間継続して、生
活上の課題の確認、助言及び指導を行うこと

への評価を新設した上で、令和４年度の診療
報酬改定では、当該評価について、精神保健
福祉士の配置を必須化するなどの見直しを行
うとともに、急性期における、自殺企図等に
よる重篤な精神疾患患者に対して、特定の研
修を受けた精神科医が治療等を行った場合の
評価を新設した。

⑶　医療と地域の連携推進による包括的
な未遂者支援の強化【再掲】

「６　適切な精神保健医療福祉サービスを
受けられるようにする取組　⑴精神科医療、
保健、福祉等の各施策の連動性の向上」及び

「６　適切な精神保健医療福祉サービスを受
けられるようにする取組　⑶精神保健医療福
祉サービスの連動性を高めるための専門職の
配置」参照。

⑷　居場所づくりとの連動による支援【再
掲】

「７　社会全体の自殺リスクを低下させる
取組　⒅自殺対策に資する居場所づくりの推
進」参照。

⑸　家族等の身近な支援者に対する支援
自殺対策推進センターにおいて実施してい

る自殺未遂者ケア研修の中に、「自殺未遂者
ケアに関するガイドライン」によるケア対策
として、家族等の身近な支援者に対する支援
に関する内容を盛り込んでいる。

⑹　学校、職場等での事後対応の促進
文部科学省では、児童生徒の自殺未遂の背

景となった事実関係に関する報告の状況等を踏
まえ、必要に応じ、背景調査を含め、事後対応
の在り方について指導・助言を行っている。

また、職場については、働く人のメンタル
ヘルス・ポータルサイト「こころの耳」や、
独立行政法人労働者健康安全機構のホーム
ページ等を通じて、自殺未遂発生直後の職場
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での対応等を示したマニュアル「職場におけ る自殺の予防と対応」を周知している。

９　遺された人への支援を充実する取組
⑴　遺族の自助グループ等の運営支援

厚生労働省では、地域自殺対策強化交付金
を通じ、自死遺族のための分かち合いの会の
運営等の支援を実施している。

また、平成28年度から、イベントを通して
過労死で親を亡くした遺児等の心身のリフ
レッシュを図るほか、遺児及びその保護者を
対象とした相談等を行う「過労死遺児交流会
等事業」を実施している。

自殺対策推進センターでは、自殺総合対策
推進に向けて遺族の自助グループなどの運営
支援も含めた自死遺族支援を実施している。
令和４年度は「新たな自殺総合対策大綱の理
解と自死遺族等支援活動の課題についての情
報交換」を目的とした研修・情報交換会を実
施した。

⑵　学校、職場等での事後対応の促進
文部科学省では、「児童生徒の自殺予防に

関する調査研究協力者会議」において、児童
生徒の自殺が起こった際の、周囲の関係者に
対するメンタルヘルスや危機管理、第三者に
よる調査も視野に入れた背景調査などの事後
対応の在り方について検討を行い、平成22年
３月に「子どもの自殺が起きたときの緊急対
応の手引き」、平成23年６月に「子供の自殺
が起きたときの背景調査の指針（平成26年７
月に改訂）」をそれぞれ作成した。これらの
資料を活用し、各教育委員会等の生徒指導担
当者や、校長・教頭などの管理職を対象に

「児童生徒の自殺予防に関する普及啓発協議
会」を開催し、周知を図っている。

また、職場については、働く人のメンタル
ヘルス・ポータルサイト「こころの耳」や、
独立行政法人労働者健康安全機構のホーム
ページ等を通じて、自殺発生直後の職場での
対応等を示したマニュアル「職場における自
殺の予防と対応」を周知している。

⑶　遺族等の総合的な支援ニーズに対す
る情報提供の推進等
地方公共団体では、地域の相談先や自助グ

ループの連絡先などを記載した、遺族のため
のリーフレット等を作成し、配布している。

自殺対策推進センターは、遺族等の総合的
な支援ニーズに対する情報提供の推進などに
ついて研究を実施している。また、令和２年
度より自死遺族等支援のニーズを調査するた
め、関係機関等へのヒアリングを開始した。

⑷　遺族等に対応する公的機関の職員の
資質の向上【再掲】

「４　自殺対策に関わる人材の確保、養成
及び資質の向上を図る取組　⑼遺族等に対応
する公的機関の職員の資質の向上」参照。

⑸　遺児等への支援【一部再掲】
文部科学省では、スクールカウンセラーの

配置に必要な経費の補助を行っており、引き
続き取組を継続し、教育支援体制の充実に努
めている。
「４　自殺対策に関わる人材の確保、養成

及び資質の向上を図る取組　⑷教職員に対す
る普及啓発等」参照。

10　民間団体との連携を強化する取組
地域における民間団体の取組は、自殺対策

基本法の制定以前、国や地方公共団体からの
支援が必ずしも十分でない中で、電話相談等

の自殺のリスクの高い人への危機介入などの
直接的な自殺予防の活動のみならず、分かち
合いの会の開催等を始めとする自死遺族等へ
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の心理的ケアの実施などの事後対応も含めて
幅広く展開されてきた。地域レベルの実践的
な取組を中心とする自殺対策への転換を進め
る上で、民間団体による地域に密着した様々
な取組は、我が国における自殺対策において
なくてはならないものである。

⑴　民間団体の人材育成に対する支援
厚生労働省では、民間団体における人材養

成を支援するため、様々な活動分野に対応し
たゲートキーパー養成研修用動画を、Web
サイト上に掲載している。また、地域自殺対
策強化交付金を通じて、民間団体の人材育成
に対する支援を実施している。

自殺対策推進センターでは、自殺総合対策
大綱の理念に基づいて実施されることが望ま
しい人材育成（ゲートキーパー養成研修な
ど）に関する研修の実施、マニュアルの開発
等に取り組んでいる。

⑵　地域における連携体制の確立
厚生労働省では、平成28年度から「地域自

殺対策推進センター運営事業」として、各都
道府県及び指定都市に地域自殺対策推進セン
ターの設置の補助を行っている。

また、令和２年度から、自殺対策を推進す
る中核的機関（シンクタンク）としての「自
殺対策推進センター」の設置を通じて、自殺
対策のPDCAサイクルの効果的な実施を図り、
民間団体を含めた地域の自殺対策を支援する
機能を強化し、エビデンスに基づく政策展開

（evidence-based programs）を推進してい
る。

令和５年３月には、全国自殺対策主管課長
等会議を地域自殺対策推進センター連絡会議
と合同で開催し、都道府県及び指定都市の主
管課及び地域自殺対策推進センターに対し
て、自殺対策に関する政府の取組等について
の説明を行った。

自殺対策推進センターでは、「地域自殺対
策推進センター連絡会議」及び「地域自殺対
策推進センター連絡会議ブロック会議」など

により地域自殺対策推進センターを通じて地
域における連携体制の推進を図っている。令
和４年度は、「地域自殺対策推進センター連
絡会議」を都道府県及び指定都市合同で令和
４年７月に開催した。また、令和４年11月に
北海道・東北、関東、中部・北陸、近畿、中
国・四国、九州・沖縄に分けた各ブロック会
議も開催した。あわせて、都道府県等からの
求めに応じて自殺対策計画策定等に関わる会
議や研修会に協力している。

消費者庁では、トラブルに遭うリスクの高
い消費者（高齢者、障がい者等）を効果的・
重点的に地域で見守る体制を構築するため、
消費生活センターを始めとする幅広い関係者
が参加する消費者安全確保地域協議会（見守
りネットワーク）の設置促進を図っている。

⑶　民間団体の相談事業に対する支援
自殺を始めとする精神的危機にある人たち

に対して、電話等の手段で対話することを目
的とする団体として、「いのちの電話」など
がある。

現在「いのちの電話」は、43都道府県に50
センター３分室が設置され、令和４年６月現
在で電話相談員数は約5,700名、令和３年の
年間相談件数は約53万４千件となっている。

「いのちの電話」の電話相談員は無償ボラン
ティアとして活動しており、相談員となるた
めには研修を受け、いのちの電話相談員の認
定を受けて活動している。近年は一部セン
ターにおいて、インターネット相談や、自死
遺族支援等も行っている。

令和２年６月20日よりコロナ禍における
「毎日フリーダイヤル相談」にも取り組んで
いる。

厚生労働省では、民間の団体が行う、自殺
の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活
動を支援するため、一定の財政上の措置を行
う「自殺防止対策事業」を平成21年度から実
施しており、電話相談員の人材育成等の事業
を行う団体等がその対象となっている。ま
た、地域自殺対策強化交付金を通じて、民間
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団体の人材育成に対する支援を実施している。

⑷　民間団体の先駆的・試行的取組や自
殺多発地域における取組に対する支援
厚生労働省では、地域自殺対策強化交付金

を通じて、民間団体の先駆的・試行的取組や
自殺多発地域における取組に対する支援を実
施している。

また、自殺防止対策事業により、民間の団
体が行う、自殺の防止、自殺者の親族等の支

援等に関する活動を支援するため、一定の財
政上の措置を講じている。

自殺対策推進センターでは、「生きること
の包括的支援のための基礎研修」や「自殺対
策担当中・上級者研修」において、自殺対策
に係る活動を行う民間団体を講師に招き、民
間団体と行政等との連携のあり方等について
情報提供を行うことで、各地域における行政
と民間団体との連携構築・強化を支援してい
る。

11　子ども・若者の自殺対策を更に推進する取組
⑴　いじめを苦にした子どもの自殺の予

防【一部再掲】
ア　いじめ防止対策推進法の成立

いじめは決して許されないことであるが、
どの子供にも、どの学校にも起こり得るもの
である。いじめの問題については、その兆候
をいち早く把握し、迅速に対応すること、学
校だけでなく関係機関が緊密に連携して、子
供一人ひとりに対するきめ細かな支援を行う
ことが必要である。

平成25年６月、第183回国会においていじ
め防止対策推進法が成立し、同年９月28日に
施 行 さ れ た（https://www.mext.go.jp/a_
menu/shotou/seitoshidou/1337219.htm）。こ
の法律は、いじめの防止等のための対策に関
する基本理念や、いじめの防止等のための対
策の基本となる事項を定めるとともに、学校
の設置者又はその設置する学校に対し、いじ
めにより当該学校に在籍する児童等の生命、
心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあ
ると認めるとき等は、その事態（以下「重大
事態」という。）に対処し、及び当該重大事
態と同種の事態の発生の防止に資するため、
組織を設置して、事実関係を明確にするため
の調査を行うことを義務付けている。文部科
学省では、同年10月に、「いじめの防止等の
ための基本的な方針」（以下「国のいじめ防
止基本方針」という。）を策定し、平成29年
３月14日に改定した（https://www.mext.

go . jp/component/a_menu/education/
deta i l/__ icsFi les/af ie ldf i le/2019/06/ 
26/1400030_007.pdf）。文部科学省では、「い
じめの防止等に関する普及啓発協議会」や教
員を対象とした「いじめ問題理解基幹研修」
を開催するなど、「いじめ防止対策推進法」
及び「いじめの防止等のための基本的な方
針」に基づく対応について、周知徹底を図っ
ている。また、平成30年９月に「いじめ対策
に係る事例集」を作成し、各教育委員会等に
対し、本事例集を効果的に活用し、いじめ対
策の一層の充実を図ることを求めている。

イ　教育相談体制の充実
悩みを抱えたこどもたちのために、学校に

おいてスクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカー、養護教諭を中心とした教育
相談体制が整備されることが大切であるが、
夜間や休日においてもこどもが相談できる体
制や、こどもが悩みを打ち明けたいときに打
ち明けられるシステムを構築することは大変
意義あることである。

文部科学省では、スクールカウンセラーや
スクールソーシャルワーカーの配置に必要な
経費の補助を行うとともに、夜間・休日を含
め24時間いつでもこどものSOSを受け止める
ことができるよう、都道府県及び指定都市教
育委員会で「24時間子供SOSダイヤル（0120-
0-78310（なやみ言おう））」を実施している
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（いじめ問題に限らず子供のSOSを社会全体
で受け止める趣旨を明確化するため、平成27
年４月、これまでの「24時間いじめ相談ダイ
ヤル」を名称変更。また、一人で悩んでいる
子供たちが、より利用しやすいよう、平成28
年４月１日より通話料を無料にして運用して
いる。令和３年度の相談件数は約11万件。）。
これらの取組により、引き続き、教育相談体
制の充実に努めている。

なお、18歳以下の自殺は、学校の長期休業
明けにかけて増加する傾向があることから、
長期休業前から期間中、長期休業明けの時期
にかけて①学校における早期発見に向けた取
組、②保護者に対する家庭における見守りの
促進、③学校内外における集中的な見守り活
動、④ネットパトロールの強化を実施するよ
う各都道府県及び指定都市教育委員会等に対
して依頼した。

加えて、令和３年においては、長期休業明
けに、児童生徒の自殺者数が増加する傾向を
捉え、様々な悩みや不安を抱える児童生徒に
向けて、悩みや不安を抱えていても決して一
人ではなく、周囲の人に悩みを話してほしい
旨のメッセージなどを、文部科学大臣より発
出した。

法務省の人権擁護機関では、「こどもの人
権SOSミニレター」（便箋兼封筒）を全国の
小中学校の児童生徒に配布し、手紙により子
どもたちの発するメッセージをいち早く受け
止め、悩みごと等に寄り添う事業を実施して
いるほか、「インターネット人権相談受付窓
口（SOS-eメール）」（https://www.jinken.
go.jp/）及び子どもの人権に関する専用相談
電話「こどもの人権110番」（フリーダイヤル
0120-007-110（全国共通））の運用により、
子どもたちがアクセスしやすい体制の下で子
どもたちからの相談に応じ、いじめを始めと
する子どもをめぐる人権問題の解決に努めて
いる（令和４年の「こどもの人権110番」に
よる相談件数は16,824件）。また、若年層に
おけるコミュニケーションツールが電話や
メール等からSNSへと変化している状況を踏

まえ、令和元年度以降、SNSを活用した人権
相談体制の整備を進めている。
「７　社会全体の自殺リスクを低下させる

取組　⒃相談の多様な手段の確保、アウト
リーチの強化」参照。

⑵　学生・生徒等への支援の充実【一部
再掲】
文部科学省では、高校中退者等を対象に、

地域資源を活用しながら高等学校卒業程度の
学力を身に付けさせるための学習相談及び学
習支援等を実施する地方公共団体の取組を支
援する事業を行っている。
「２　国民一人ひとりの気付きと見守りを

促す取組　⑵児童生徒の自殺対策に資する教
育の実施」、「５　心の健康を支援する環境の
整備と心の健康づくりを推進する取組　⑶学
校における心の健康づくり推進体制の整備」、

「７　社会全体の自殺リスクを低下させる取
組　⒃相談の多様な手段の確保、アウトリー
チの強化」及び「11　子ども・若者の自殺対
策を更に推進する取組　⑴いじめを苦にした
子どもの自殺の予防」参照。

⑶　SOSの出し方に関する教育等の推進
【再掲】
「２　国民一人ひとりの気付きと見守りを

促す取組　⑵児童生徒の自殺対策に資する教
育の実施」及び「４　自殺対策に関わる人材
の確保、養成及び資質の向上を図る取組　⑷
教職員に対する普及啓発等」参照。

⑷　子どもへの支援の充実【一部再掲】
親との離別・死別などを経験したひとり親

家庭のこどもは、精神面や経済面で不安定な
状況に置かれることが多い。このため、放課
後児童クラブなどの終了後に、ひとり親家庭
のこどもの生活習慣の習得・学習支援や食事
の提供をする「こどもの生活・学習支援事
業」を実施している。

社会的養護の下で育ったこどもは、施設な
どを退所し自立するに当たって、保護者など

132

●令和４年度の自殺対策の実施状況第3章

https://www.jinken.go.jp/
https://www.jinken.go.jp/


から支援を受けられない場合が多く、その結
果、様々な困難を抱えることが多い。このよ
うなこどもの自立支援を効果的に進めるた
め、令和４年６月に成立した「児童福祉法等
の一部を改正する法律」（令和４年法律第66
号）により、社会的養護経験者等の実態把握
や援助を都道府県の業務として位置づけた上
で、児童自立生活援助事業の実施場所や対象
者の年齢要件を弾力化したほか、社会的養護
経験者等が相互に交流する拠点を開設し、情
報提供や相談支援など必要な支援を行う事業

（社会的養護自立支援拠点事業）を創設した。
また、施設を退所し就職や進学をする者に

対し、家賃相当額及び生活費などの貸付を行
うとともに、就業を継続した場合は返還を免
除する「児童養護施設退所者等に対する自立
支援資金貸付事業」を実施している。

生活困窮世帯のこどもに対しては、生活困
窮者自立支援法に基づくこどもの学習・生活
支援事業により、学習支援のみならず居場所
づくりや基礎的な生活習慣の習得に向けた支
援を通じて、こどもの将来の自立を後押しし
ている。
「７　社会全体の自殺リスクを低下させる

取組　⑿児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者
への支援の充実」参照。

⑸　若者への支援の充実【再掲】
「６　適切な精神保健医療福祉サービスを

受けられるようにする取組　⑺うつ病以外の
精神疾患等によるハイリスク者対策の推進」、

「７　社会全体の自殺リスクを低下させる取
組　⑶失業者等に対する相談窓口の充実等」、

「７　社会全体の自殺リスクを低下させる取
組　⑾ひきこもりの方への支援の充実」及び

「７　社会全体の自殺リスクを低下させる取
組　⑿児童虐待や性犯罪・性暴力の被害者へ

の支援の充実」参照。

⑹　若者の特性に応じた支援の充実【再掲】
「３　自殺総合対策の推進に資する調査研

究等を推進する取組　⑷子ども・若者及び女
性等の自殺等についての調査」、「７　社会全
体の自殺リスクを低下させる取組　⑴地域に
おける相談体制の充実と支援策、相談窓口情
報等の分かりやすい発信」及び「７　社会全
体の自殺リスクを低下させる取組　⑺ICTを
活用した自殺対策の強化」参照。

⑺　知人等への支援【再掲】
「４　自殺対策に関わる人材の確保、養成

及び資質の向上を図る取組　⑾自殺対策従事
者への心のケアの推進」及び「４　自殺対策
に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を
図る取組　⑿家族や知人、ゲートキーパー等
を含めた支援者への支援」参照。

⑻　子ども・若者の自殺対策を推進する
ための体制整備
小中高の自殺者数は過去最多の水準であ

り、自殺予防などへの取組について強化して
いく必要がある。特に、自殺未遂歴や、自傷
行為等のあるハイリスク者への危機介入の強
化が必要であることから、自殺総合対策大綱

（令和４年10月14日閣議決定）において、こ
どもの自殺危機に対応していくチームとし
て、学校、地域の支援者等が連携し自殺対策
にあたることができる仕組みの構築について
盛り込まれた。

令和５年度からは、多職種の専門家で構成
される「若者の自殺危機対応チーム」を設置
し、市町村等では自殺未遂歴や自傷行為の経
験等がある若者への対応が困難な場合に、助
言や直接支援を行うモデル事業を実施する。

12　勤務問題による自殺対策を更に推進する取組
⑴　長時間労働の是正【一部再掲】

平成31年４月から順次施行されている「働
き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律」（平成30年法律第71号）による
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改正後の労働基準法に基づき、年５日の年次
有給休暇の確実な取得や時間外労働の上限規
制が円滑に施行されるよう、都道府県労働局
や働き方改革推進支援センター等において、
相談・支援を行っている。
「５　心の健康を支援する環境の整備と心

の健康づくりを推進する取組　⑴職場におけ
るメンタルヘルス対策の推進」参照。

⑵　職場におけるメンタルヘルス対策の
推進【再掲】

「５　心の健康を支援する環境の整備と心
の健康づくりを推進する取組　⑴職場におけ
るメンタルヘルス対策の推進」参照。

⑶　ハラスメント防止対策【一部再掲】
「働き方改革実行計画」において、「職場の

パワーハラスメント防止を強化するため、政
府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行
う」とされたことを踏まえ、「職場のパワー

ハラスメント防止対策についての検討会」を
平成29年５月から開催し、平成30年３月に報
告書を公表した。

さらに、労働政策審議会雇用環境・均等分
科会において議論を行い、同年12月の同審議
会の建議を踏まえ、改正法案を第198回通常
国会に提出、令和元年５月29日に成立し、同
年６月５日に改正法が公布された。

改正法では、労働施策総合推進法における
パワーハラスメントを防止するための雇用管
理上の措置義務の新設のほか、事業主に相談
したこと等を理由とした不利益取扱いを禁止
する等、セクシュアルハラスメント等の防止
対策も強化している（令和２年６月１日施
行。パワーハラスメントを防止するための雇
用管理上の措置義務については、中小事業主
は令和４年４月１日から義務。）。
「５　心の健康を支援する環境の整備と心

の健康づくりを推進する取組　⑴職場におけ
るメンタルヘルス対策の推進」参照。

13　女性の自殺対策を更に推進する取組
⑴　妊産婦への支援の充実【一部再掲】

妊娠・出産について周囲に相談できずに悩
む者については、予期しない妊娠、経済的困
窮、社会的孤立、DVなどの様々な背景があ
り、妊婦健診未受診での分娩や０歳０日での
虐待死に至る場合があるなど、妊娠期から支
援することが重要であるため、予期せぬ妊娠
等の相談対応を行う性と健康の相談センター
において、特定妊婦と疑われる者を把握した
場合に、医療機関等への同行支援等を行うこ
とによりその状況を確認し、関係機関へ確実
につなぐ体制を整備している。また、子育て
世代包括支援センターの整備の促進や、流
産、死産を経験された方への相談支援、出産
後の母子に対して心身のケアや育児のサポー
ト等を行う産後ケア事業の全国展開等を通
じ、成育過程にある者及びその保護者並びに
妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく
提供するための施策の総合的な推進に関する

法律に基づき、妊娠期から子育て期にわたる
切れ目のない支援体制の構築を推進してい
る。さらに、出産後間もない時期の産婦につ
いては、産後うつの予防等を図る観点から、
産婦健康診査で心身の健康状態や生活環境等
の把握を行い、産後の初期段階における支援
を強化している。

「６　適切な精神保健医療福祉サービスを
受けられるようにする取組　⑹うつ等のスク
リーニングの実施」参照。

⑵　コロナ禍で顕在化した課題を踏まえ
た女性支援
やむを得ず職を失った方への支援として、

ハローワークにおける非正規雇用労働者等に
対する相談支援体制の強化を実施している。

また、マザーズハローワークにおいて、子
育て中の女性等を対象に担当者制による職業
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相談・職業紹介や求職者のニーズに応じた求
人の開拓など、きめ細かな就職支援を実施し
ている。

加えて、コロナ禍において女性の雇用問題
が深刻化し、各種支援策を実施したものの、
真に支援を必要とする方々にその情報が十分
に届いていない状況があったとの指摘を踏ま
え、政府が実施している雇用に関する支援策
の効果的なPR方法等も含めて、困難な問題
を抱える方々に必要な支援が十分に行き渡る
ように取組を推進している。雇用に関する支
援策については、従来の報道発表やホーム
ページによる情報発信に加え、X（旧Twitter）
やFacebook、YouTube、バナー広告等の多
様な情報発信手段を活用した周知・広報を
行っている。

内閣府では、DV相談プラスを実施して、
配偶者等からの暴力の被害者の多様なニーズ
に対応できるよう、毎日24時間の電話相談、
SNS・メール相談、10の外国語での相談の対
応を行うとともに、各地域の民間支援団体と
も連携し、相談員が必要と判断した場合に
は、関係機関等への同行支援なども行ってい
る。

また、最寄りの配偶者暴力相談支援セン
ター等につながるDV相談ナビに、全国共通
番号「#8008（はれれば）」を導入して、相
談窓口の更なる周知を図っている。

新型コロナウイルスの感染拡大による望ま
ない孤独・孤立で不安を抱える女性が、社会
との絆・つながりを回復することができるよ
う、NPO等の知見を活用した相談支援やそ

の一環として行う生理用品の提供等のきめ細
かい支援ができるよう、地域女性活躍推進交
付金によって、地方公共団体が民間団体を含
む多様な主体による連携体制の構築の下で地
域の実情に応じて行う取組を支援している。

⑶　困難な問題を抱える女性への支援【一
部再掲】
女性が抱える困難な課題は、性暴力や性的

虐待、性的搾取等の性的な被害や家庭関係の
破綻、生活困窮など、多様化するとともに複
合化し、そのために複雑化している。このよ
うな状況は、コロナ禍でより顕在化し、「孤
独・孤立対策」といった視点を含め新たな女
性支援強化が喫緊の課題となった。こうした
中、困難な問題を抱える女性を支援する施策
を、従前の根拠法であった売春防止法（昭和
31年法律第118号）から脱却させ、支援対象
者の意思の尊重と福祉の増進、人権の擁護等
を理念とする新たな支援の仕組みを構築する

「困難な問題を抱える女性への支援に関する
法律」（令和４年法律第52号。以下「女性支
援新法」という。）が令和４年度に成立し、
令和６年４月から施行されることとなった。

女性支援新法においては、女性相談支援員
の市町村への配置の努力義務化、自治体にお
ける支援調整会議の設置の努力義務化、民間
団体との協働支援が明記されていること等、
地域における支援体制の強化が盛り込まれた
ことを踏まえ、その円滑な実施に向けて、
様々な状況におかれている女性への実効性あ
る支援の充実・強化に取り組んでいる。
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